
米国反トラスト法における破綻会社の抗弁の現状と課題

97

一
　
序
　
論

二
　
破
綻
会
社
の
抗
弁
の
現
状

　
㈠
　
企
業
結
合
規
制
と
破
綻
会
社
の
抗
弁
に
係
る
概
論

　
㈡
　
破
綻
会
社
の
抗
弁
に
係
る
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
に
係
る
分
析

三
　
破
綻
会
社
の
抗
弁
の
課
題
に
対
す
る
検
討

四
　
破
綻
会
社
の
抗
弁
と
退
出
資
産
の
抗
弁
の
間
に
あ
る
関
係
性
に
対
す
る
検
討

五
　
結
　
語

 

野

﨑

光

駿

米
国
反
ト
ラ
ス
ト
法
に
お
け
る
破
綻
会
社
の
抗
弁
の
現
状
と
課
題



法学政治学論究　第128号（2021.3）

98

一
　
序
　
論（

1
）

　
競
争
法
は
市
場
に
お
け
る
有
効
競（
2
）争の
確
保
・
促
進
を
目（
3
）的と
し
て
い
る
。
当
該
目
的
達
成
の
た
め
、
事
業
者
間
の
結
合
に
伴
う
市
場

支
配
に
は
特
に
警
戒
す
る
必
要
が
生
じ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
競
争
法
上
の
企
業
結
合
規
制
は
事
業
者
間
の
結
合
関
係
の
形
成
・
維
持
・
強
化

が
競
争
を
減
少
さ
せ
、
結
合
体
に
市
場
支
配
力
の
形
成
・
維
持
・
強
化
を
達
成
さ
せ
、
市
場
構
造
が
非
競
争
的
に
変
化
す
る
こ
と
で
生
じ

る
種
々
の
弊
害
を
予
防
し
よ
う
と
し
て
い（
4
）る。

競
争
の
減
少
を
可
能
な
限
り
抑
制
す
る
こ
と
に
よ
り
、
事
業
者
ら
に
よ
る
企
業
結
合
の
メ

リ
ッ
ト
を
最
大
限
に
引
き
出
し
、
か
つ
、
そ
の
行
為
に
よ
り
生
じ
る
デ
メ
リ
ッ
ト
を
抑
制
し
よ
う
と
す
る
こ
と
が
本
規
制
の
目
的
と
い
え

よ
う
。
と
こ
ろ
が
、
近
時
、
わ
が
国
の
独
占
禁
止
法
を
所
管
す
る
公
正
取
引
委
員
会
は
同
法
の
企
業
結
合
規
制
に
際
し
て
複
数
の
事
業
者

に
よ
る
競
争
維
持
困
難
性
を
理
由
と
し
た
企
業
結
合
の
例
外
的
な
正
当
化
を
行
っ（
5
）た。

こ
れ
は
、
同
企
業
結
合
後
の
市
場
に
お
け
る
競
争

を
保
護
し
よ
う
と
考
え
た
際
、
関
連
市
場
に
お
け
る
競
争
が
従
来
不
活
発
で
あ
り
、
か
つ
、
新
規
参
入
等
に
よ
る
競
争
の
活
性
化
も
見
込

め
な
か
っ
た
た
め
、
当
該
企
業
結
合
が
競
争
を
減
少
さ
せ
る
と
は
法
的
に
評
価
で
き
な
か
っ
た
と
こ
ろ
、
関
連
市
場
に
お
け
る
競
争
単
位

が
二
つ
を
除
い
て
存
在
せ
ず
、
当
該
競
争
単
位
ら
が
計
画
す
る
企
業
結
合
は
事
実
上
市
場
に
独
占
を
も
た
ら
す
こ
と
を
原
因
と
し
て
い
た
。

本
件
は
独
占
禁
止
法
上
独
占
が
不
可
避
的
に
生
じ
る
こ
と
も
当
然
想
定
し
得
る
こ
と
を
示
す
好
例
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
事
態
が
生
じ

た
場
合
で
も
競
争
法
は
有
効
競
争
の
確
保
・
促
進
を
目
的
と
し
て
規
制
の
時
点
で
何
が
で
き
る
か
を
模
索
し
、
公
正
か
つ
自
由
な
競
争
の

た
め
の
環
境
を
整
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
事
実
、
本
件
で
は
独
占
が
生
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
弊
害
へ
の
対
応
が
な
さ
れ
た

が
、
こ
の
よ
う
に
近
時
と
り
わ
け
市
場
支
配
力
に
対
し
て
注
意
を
払
う
必
要
が
生
じ
て
い（
6
）るこ
と
も
相
ま
っ
て
、
競
争
法
上
の
企
業
結
合

規
制
は
従
来
通
り
の
原
則
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
審
査
は
勿
論
、
そ
の
例
外
に
相
当
す
る
部
分
の
精
緻
化
も
特
に
重
要
と
な
っ
て
き
て
い
る
。

よ
り
具
体
的
に
い
え
ば
、
本
来
禁
止
さ
れ
る
べ
き
と
も
思
え
る
競
争
法
上
の
懸
念
あ
る
企
業
結
合
が
競
争
法
上
例
外
的
に
正
当
化
さ
れ
る
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こ
と
と
な
る
と
説
明
す
る
際
の
根
拠
お
よ
び
理
論
構
成
の
正
当
か
つ
妥
当
な
姿
と
は
何
か
が
、
規
制
当
局
の
負
う
べ
き
説
明
責
任
の
十
分

な
履
行
お
よ
び
被
規
制
者
側
の
予
測
可
能
性
な
ら
び
に
同
規
制
の
結
果
を
納
得
さ
せ
る
に
足
る
論
理
的
妥
当
性
と
い
う
観
点
か
ら
現
在
特

に
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
本
稿
が
取
り
扱
う
破
綻
会
社
の
抗
弁
は
、
競
争
法
上
の
懸
念
あ
る
企
業
結
合
さ
え
も
例
外
的
に
正
当
化
す
る
た
め
の
法
理
で
あ
る
た
め

前
記
例
外
に
係
る
法
理
に
相
当
す
る
。
同
法
理
は
、
経
営
状
況
の
悪
化
等
を
理
由
と
し
て
市
場
か
ら
退
出
し
か
か
っ
て
い
る
事
業
者
で
あ

る
破
綻
会
社
を
市
場
に
留
め
よ
う
と
す
る
救
済
的
な
企
業
結
合
を
対
象
と（
7
）し、
各
種
要
件
や
同
要
件
充
足
を
確
認
す
る
た
め
の
基
準
等
を

考
慮
す
る
こ
と
に
よ
り
、
本
来
は
認
め
ら
れ
な
い
は
ず
の
企
業
結
合
を
例
外
的
に
正
当
化
さ
せ
る
。
後
述
す
る
通
り
、
い
ず
れ
に
せ
よ
競

争
が
減
少
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
当
該
企
業
結
合
を
認
め
た
と
こ
ろ
で
競
争
が
減
少
す
る
と
い
う
結
果
は
変
わ
ら
な
い
。
ゆ
え
に
、
当
該
企

業
結
合
を
行
お
う
と
す
る
一
事
業
者
が
真
に
破
綻
状
態
に
あ
り
、
か
つ
、
同
企
業
結
合
こ
そ
が
競
争
の
減
少
を
可
能
な
限
り
抑
制
す
る
た

め
の
唯
一
無
二
の
手
段
と
法
的
に
評
価
で
き
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
競
争
法
上
の
懸
念
が
あ
る
よ
う
な
企
業
結
合
に
つ

い
て
も
そ
れ
を
例
外
的
に
正
当
化
し
て
も
差
し
支
え
な
い
と
い
う
の
が
そ
の
正
当
化
根
拠
で
あ
る
。
こ
の
法
理
は
国
際
的
に
も
共
通
し
て

認
識
さ
れ
実
際
に
も
同
様
の
運
用
が
な
さ
れ
、
各
規
制
当
局
が
競
争
法
上
の
原
則
に
対
す
る
例
外
と
し
て
同
法
理
を
位
置
付
け
、
過
去
に

は
そ
の
法
的
枠
組
や
諸
問
題
に
つ
き
議
論
が
交
わ
さ
れ（
8
）た。

だ
が
、
同
法
理
は
い
ま
だ
未
知
の
部
分
を
多
く
含
み
な
が
ら
も
例
外
的
な
正

当
化
に
際
し
て
登
場
す
る
法
理
で
あ
る
た
め
先
例
が
乏
し
く
、
依
然
解
明
と
精
緻
化
が
期
待
さ
れ
る
。
こ
れ
は
最
新
の
先
行
研
究
が
少
な

い
米
国
に
つ
い
て
特
に
あ
て
は
ま
り
、
二
〇
〇
九
年
以
降
は
国
際
的
な
議
論
も
な
さ
れ
て
い
な
い
状
態
に
あ（
9
）る。

規
制
の
例
外
に
相
当
す

る
部
分
が
不
透
明
も
し
く
は
不
安
定
な
ま
ま
で
は
規
制
の
実
効
性
が
損
な
わ
れ
か
ね
な
い
。
本
稿
の
問
題
意
識
は
ま
ず
こ
こ
に
存
在
す
る
。

　
破
綻
会
社
の
抗
弁
と
い
う
法
理
の
淵
源
は
米
国
に
あ
る
と
い
う
の
が
一
般
的
な
理
解
で
あ
る
。
事
の
発
端
は
米
国
反
ト
ラ
ス
ト
法
上
で

救
済
的
な
企
業
結
合
に
対
す
る
規
制
の
是
非
が
当
時
存
在
し
た
先
）
10
（

例
も
相
ま
っ
て
問
題
と
な
っ
た
一
九
三
〇
年International Shoe

事

件
連
邦
最
高
裁
判
）
11
（
決
と
言
え
）
12
（
る
。
同
判
決
当
時
、
破
綻
会
社
の
抗
弁
の
萌
）
13
（
芽
た
る
法
理
が
誕
生
）
14
（
し
、
そ
の
後
同
抗
弁
適
用
の
た
め
の
①
破
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綻
会
社
の
存
在
と
②
競
争
法
上
の
Ｌ
Ｒ
Ａ
性
の
審
査
に
係
る
二
要
件
の
存
在
が
一
九
六
九
年Citizen Publishing

事
件
連
邦
最
高
裁
判

決
に
て
確
認
さ
れ
て
い
）
15
（

る
。
破
綻
会
社
は
い
ず
れ
市
場
か
ら
退
出
す
る
競
争
力
を
欠
い
た
競
争
単
位
で
あ
る
し
、
当
該
救
済
的
な
企
業
結

合
が
市
場
に
お
け
る
競
争
の
減
少
を
可
能
な
限
り
抑
制
す
る
た
め
の
唯
一
無
二
の
手
段
で
あ
る
と
法
的
に
評
価
可
能
な
ら
ば
競
争
法
上
の

懸
念
あ
る
企
業
結
合
も
例
外
的
に
正
当
化
さ
れ
る
の
で
あ
）
16
（
る
。
さ
ら
に
、
一
九
七
四
年G

eneral D
ynam

ics

事
件
連
邦
最
高
裁
判
）
17
（
決
は

競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
が
適
用
さ
れ
た
事
例
で
は
な
い
も
の
の
、
同
抗
弁
と
い
わ
ゆ
る
弱
い
競
争
者
の
抗
）
18
（

弁
が
異
な
る
）
19
（

旨
、
な
ら

び
に
、
本
稿
も
主
に
取
り
扱
う
前
者
の
法
理
が
企
業
結
合
を
正
当
化
す
る
そ
の
根
拠
が
い
ず
れ
に
せ
よ
競
争
状
況
が
悪
化
す
る
場
合
を
前

提
と
し
た
二
者
択
一
の
問
）
20
（

題
（
“lesser of tw

o evils

” approa

）
21
（ch

）
で
あ
り
、
要
す
る
に
、
反
競
争
的
な
結
果
を
招
か
な
い
こ
と
（the lack 

of anticom
petitive consequence

）
に
そ
の
正
当
化
根
拠
が
求
め
ら
れ
る
旨
を
明
示
）
22
（

し
、
こ
の
理
は
後
述
す
る
通
り
そ
の
後
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
に
法
理
と
し
て
明
記
さ
れ
）
23
（
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
米
国
由
来
の
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
は
競
争
法
上
の
懸
念
あ
る
企
業
結
合
を

も
例
外
的
に
正
当
化
さ
せ
る
も
の
と
し
て
公
に
認
識
さ
れ
る
に
至
っ
）
24
（

た
が
、
そ
の
適
用
例
は
米
国
に
お
い
て
も
依
然
乏
し
）
25
（

い
。
た
だ
、
米

国
に
お
け
る
当
該
法
理
に
つ
い
て
は
欧
州
に
て
同
様
の
問
題
が
浮
上
し
た
際
に
確
固
た
る
議
論
の
素
材
と
し
て
参
照
さ
れ
、
そ
れ
と
完
全

に
同
一
の
法
的
枠
組
も
し
く
は
考
え
方
が
導
入
さ
れ
た
と
は
言
い
き
れ
な
い
も
の
）
26
（

の
米
国
反
ト
ラ
ス
ト
法
上
す
で
に
確
立
さ
れ
て
い
た
法

理
で
あ
る
破
綻
会
社
の
抗
弁
に
大
き
な
影
響
を
受
け
た
Ｅ
Ｕ
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
そ
の
法
理
の
原
型
を
完
成
さ
せ
る
契
機
を
も

た
ら
）
27
（
し
、
実
際
に
近
時
の
運
用
例
も
あ
）
28
（
り
、
依
然
米
国
の
そ
れ
は
大
き
な
影
響
力
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
点
、
二
〇
二
〇
年
現
在
特
に
顕

著
で
あ
る
近
時
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
を
原
因
と
し
た
経
済
に
対
す
る
世
界
規
模
の
打
撃
に
関
し
て
、
例
え
ば
、
米
国
の
連
邦
取
引
委

員
会
が
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
に
言
及
）
29
（
し
、
か
か
る
緊
急
事
態
下
で
も
特
別
な
例
外
的
取
扱
い
は
必
要
な
）
30
（
く
従
来
通
り
の
厳
格
か

つ
慎
重
な
規
制
を
継
続
す
る
旨
を
示
）
31
（

す
等
し
て
い
）
32
（

る
。

　
し
か
し
、
そ
の
厳
格
な
規
制
の
た
め
の
準
備
が
万
全
と
言
え
る
か
に
つ
い
て
は
疑
問
で
あ
る
。
二
〇
一
〇
年
水
平
型
企
業
結
合
ガ
イ
ド

ラ
イ
）
33
（

ン
（
以
下
単
に
「
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」）
第
一
一
章
に
明
記
さ
れ
運
用
例
は
乏
し
い
も
の
の
確
固
た
る
法
理
と
し
て
の
地
位
を
占
め
た
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よ
う
に
も
思
え
た
米
国
反
ト
ラ
ス
ト
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
で
は
あ
っ
た
が
、
近
時
、
そ
の
法
的
枠
組
も
し
く
は
考
え
方
に
疑
問
が
投

げ
か
け
ら
れ
る
事
態
が
生
じ
て
い
る
。
例
え
ば
、
同
法
的
枠
組
も
し
く
は
考
え
方
に
つ
い
て
明
記
さ
れ
た
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
破
綻
会

社
の
抗
弁
と
他
の
類
似
す
る
抗
弁
、
す
な
わ
ち
、
本
稿
で
後
に
紹
介
す
る
退
出
資
産
の
抗
弁
と
を
混
同
し
て
理
解
し
て
い
る
た
め
、
前
者

抗
弁
に
つ
い
て
は
徒
な
競
争
保
護
の
妨
げ
と
な
る
た
め
削
除
す
べ
き
と
説
く
見
解
も
あ
）
34
（
る
。
さ
ら
に
、
や
は
り
近
時
、
米
国
反
ト
ラ
ス
ト

法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
を
運
用
し
た
米
国
の
下
級
審
で
は
、
同
抗
弁
適
用
の
た
め
の
要
件
に
関
す
る
理
解
に
若
干
の
混
乱
が
見
受
け
ら

れ
る
。
こ
れ
ら
の
課
題
を
存
置
し
た
ま
ま
二
〇
二
〇
年
六
月
三
〇
日
に
は
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
に
関
連
す
る
部
分
は
現
行
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
に
明
記
さ
れ
た
既
存
の
部
分
を
そ
の
ま
ま
用
い
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
）
35
（

た
二
〇
二
〇
年
垂
直
型
企
業
結
合
ガ
イ
ド
ラ
イ
）
36
（

ン
が
新
た

に
誕
生
し
た
。
し
か
し
、
同
抗
弁
に
係
る
米
国
の
諸
先
例
に
お
け
る
混
乱
の
放
置
等
は
こ
の
法
理
の
運
用
に
重
大
な
支
障
を
来
す
お
そ
れ

す
ら
な
し
と
し
な
い
。
そ
れ
が
米
国
外
の
競
争
法
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
、
現
在
も
そ
の
運
用
が
実
際
に
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
等
に
鑑

み
て
も
そ
の
検
討
は
い
っ
そ
う
急
務
と
考
え
ら
れ
る
。

　
か
か
る
重
大
な
懸
念
の
払
拭
を
目
的
と
し
、
本
稿
は
、
下
級
審
で
散
見
さ
れ
た
混
乱
に
も
着
眼
し
、
今
後
の
議
論
に
際
し
て
発
生
す
る

お
そ
れ
の
あ
る
混
乱
を
予
め
解
消
も
し
く
は
回
避
す
る
と
い
う
目
的
で
現
時
点
に
お
い
て
想
定
可
能
な
論
点
や
疑
問
を
解
決
す
る
手
掛
か

り
と
な
る
よ
う
な
議
論
を
既
存
の
先
行
研
究
等
を
参
照
し
な
が
ら
展
開
す
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
結
果
を
総
合
し
、
今
後
の
議
論
の
土

台
と
な
り
得
る
よ
う
な
研
究
成
果
を
提
示
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
本
稿
中
の
論
証
の
結
果
、
米
国
反
ト
ラ
ス
ト
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁

は
、
①
破
綻
会
社
の
存
在
と
、
②
競
争
法
上
の
Ｌ
Ｒ
Ａ
性
の
審
査
に
係
る
二
要
件
を
中
心
と
し
た
運
用
を
重
視
す
べ
き
と
い
う
旨
が
い
ま

一
度
明
ら
か
と
な
っ
た
。
以
下
、
こ
れ
ら
二
要
件
に
よ
り
有
効
競
争
を
十
分
確
保
・
促
進
で
き
る
と
い
う
結
論
に
至
っ
た
思
考
の
過
程
を

明
ら
か
に
す
る
。
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二
　
破
綻
会
社
の
抗
弁
の
現
状

㈠
　
企
業
結
合
規
制
と
破
綻
会
社
の
抗
弁
に
係
る
概
論

　
米
国
反
ト
ラ
ス
ト
法
上
の
企
業
結
）
37
（

合
は
主
に
ク
レ
イ
ト
ン
法
第
七
）
38
（

条
を
規
制
根
拠
と
し
て
競
争
を
実
質
的
に
減
殺
す
る
こ
と
と
な
る
場

合
に
禁
止
さ
れ
）
39
（
る
。
そ
し
て
、
米
国
反
ト
ラ
ス
ト
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
に
つ
き
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
第
一
一
）
40
（
章
に
は
資
産
の
問
題
と

共
に
併
記
さ
れ
る
形
で
言
及
が
な
さ
れ
、
同
抗
弁
は
「
①
破
綻
会
社
が
近
い
将
来
金
銭
的
な
債
務
を
履
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
こ

と
、
②
連
邦
倒
産
法
第
一
一
章
の
下
で
の
回
復
可
能
性
が
な
い
こ
と
、
③
破
綻
会
社
が
保
有
す
る
有
形
・
無
形
の
資
産
を
関
連
市
場
に
留

め
る
た
め
に
合
理
的
で
あ
り
、
か
つ
、
競
争
に
与
え
る
実
害
を
よ
り
少
な
く
す
る
た
め
の
合
理
的
な
他
の
選
び
得
る
申
出
を
得
る
た
め
の

誠
実
な
努
力
を
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
に
失
敗
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
」（
カ
ギ
カ
ッ
コ
内
筆
者
）
41
（

訳
）
の
三
要
件
を
、
あ
く
ま
で
原
則
と

し
て
、
そ
の
適
用
の
た
め
の
条
件
と
明
示
し
て
い
る
。
同
抗
弁
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
は
、
先
述
の
通
り
、
競
争
法
上
の
懸
念
あ
る
企
業

結
合
を
も
例
外
的
に
正
当
化
す
る
効
果
を
期
待
可
能
で
あ
る
と
理
論
上
考
え
ら
れ
、
同
正
当
化
を
許
す
根
拠
は
当
該
企
業
結
合
が
市
場
に

お
け
る
競
争
の
減
少
を
可
能
な
限
り
抑
制
す
る
こ
と
が
で
き
、
当
該
企
業
結
合
と
い
う
行
為
と
競
争
法
上
の
懸
念
発
生
と
い
う
結
果
の
間

に
あ
る
因
果
関
係
を
認
め
ら
れ
な
い
点
に
求
め
ら
れ
）
42
（

る
。
た
だ
、
一
般
的
な
理
解
と
し
て
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
拘
束
力
は
な
く
、
ま
た
、

現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
第
一
一
章
が
後
に
詳
述
す
る
競
争
法
上
の
退
出
資
産
の
抗
弁
と
破
綻
会
社
の
抗
弁
お
よ
び
破
綻
部
門
の
抗
弁
を
混
同

し
て
い
る
と
も
読
め
）
43
（
る
た
）
44
（
め
、
本
稿
中
で
後
に
行
う
各
種
検
証
の
た
め
の
事
前
準
備
と
い
う
意
味
も
込
め
そ
の
明
文
の
分
析
を
先
だ
っ
て

行
う
こ
と
と
し
た
い
。
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㈡
　
破
綻
会
社
の
抗
弁
に
係
る
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
に
係
る
分
析

　
ま
ず
、
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
第
一
一
章
は
全
三
段
落
か
ら
構
成
さ
れ
、
第
一
段
落
に
は
そ
の
概
要
、
第
二
段
落
に
は
破
綻
会
社
の
抗
弁
、

そ
し
て
第
三
段
落
に
は
破
綻
部
門
の
抗
弁
に
関
し
て
明
記
さ
れ
て
い
る
。
は
じ
め
に
、
そ
の
第
一
段
落
に
目
を
転
じ
る
と
、
同
第
一
文
に

は
前
記
諸
要
件
を
充
足
し
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
に
よ
っ
て
企
業
結
合
が
例
外
的
に
正
当
化
さ
れ
る
の
は
市
場
力
（m

arket 

po

）
45
（

w
er

）
の
維
持
・
強
化
が
発
生
し
な
い
た
め
で
あ
る
と
い
う
理
解
が
破
綻
会
社
の
資
産
の
問
題
と
関
連
付
け
て
示
さ
れ
て
い
る
。
続
い

て
同
段
落
第
二
文
に
は
、
あ
く
ま
で
一
般
論
か
つ
極
論
と
し
て
、
当
事
会
社
の
一
方
の
競
争
単
位
と
し
て
の
実
質
性
が
減
少
し
、
市
場

シ
ェ
ア
や
同
実
質
性
が
皆
無
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
場
合
を
同
抗
弁
適
用
の
場
面
と
し
て
想
定
し
て
い
る
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。

　
お
わ
り
に
、
同
段
落
第
三
文
に
は
、
同
抗
弁
適
用
可
否
を
検
討
す
る
際
に
資
産
の
流
出
を
も
審
査
す
る
理
由
は
消
費
者
利
益
の
た
め
で

あ
り
、
そ
の
確
保
は
企
業
結
合
の
前
後
を
比
べ
る
こ
と
で
達
成
さ
れ
る
旨
の
示
唆
を
読
み
取
れ
る
明
文
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
、

破
綻
で
は
な
く
、
破
綻
会
社
の
有
す
る
資
産
に
係
る
考
慮
を
中
核
に
据
え
た
法
理
が
競
争
法
上
の
懸
念
あ
る
企
業
結
合
を
も
例
外
的
に
正

当
化
す
る
、
い
わ
ゆ
る
競
争
法
上
の
退
出
資
産
の
抗
弁
に
つ
き
、
先
例
は
非
常
に
厳
格
な
態
度
を
示
し
て
い
る
。
同
抗
弁
が
米
国
反
ト
ラ

ス
ト
法
上
問
題
と
な
っ
た
一
九
九
三
年O

lin Corp.
事
件
第
九
巡
回
区
控
訴
裁
判
）
46
（

決
で
は
、
同
抗
弁
の
適
用
が
徒
に
妨
げ
ら
れ
た
旨
が

被
告
側
か
ら
主
張
さ
）
47
（
れ
、
当
該
主
張
に
対
す
る
司
法
審
査
が
行
わ
れ
た
際
に
、
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
適
用
の
た
め
の
要
件
を
明

ら
か
に
満
た
さ
な
い
状
況
）
48
（

下
で
主
張
さ
れ
た
同
抗
弁
が
講
学
上
も
し
く
は
理
論
上
の
存
在
で
あ
る
こ
と
を
留
保
し
つ
）
49
（

つ
、
そ
の
立
証
責
任

が
そ
れ
を
主
張
す
る
側
に
課
せ
ら
れ
る
旨
が
示
さ
れ
）
50
（

た
。
同
司
法
審
査
は
前
記
主
張
に
関
し
て
、
概
ね
、
①
資
産
の
流
出
、
②
競
争
法
上

の
Ｌ
Ｒ
Ａ
性
具
備
と
い
う
二
点
に
つ
き
、
主
張
者
は
①
に
つ
き
十
分
に
証
明
で
き
て
お
ら
ず
、
②
に
つ
い
て
の
み
争
っ
て
い
る
と
結
論
付

け
、
結
局
、
競
争
法
上
の
退
出
資
産
の
抗
弁
が
適
用
さ
れ
な
か
っ
）
51
（

た
。
本
判
決
に
つ
き
例
え
ば
林
（
二
〇
一
一
）
は
従
来
の
競
争
法
上
の

破
綻
会
社
の
抗
弁
そ
の
適
用
の
た
め
の
要
件
を
緩
和
し
た
と
説
い
て
い
）
52
（
る
。
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次
に
、
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
第
一
一
章
の
第
二
段
落
に
目
を
転
じ
る
と
、
同
第
一
文
は
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
が
前
記
諸
要
件

を
す
べ
て
充
足
し
な
け
れ
ば
原
則
適
用
さ
れ
な
い
と
示
唆
す
る
。
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
諸
要
件
が
あ
く
ま
で
原
則

（norm
a

）
53
（lly
）
米
国
反
ト
ラ
ス
ト
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
適
用
の
た
め
に
そ
の
充
足
が
必
要
と
明
記
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
理
論
上
、
同
抗
弁
適
用
の
た
め
に
は
所
定
の
要
件
す
べ
て
を
充
足
す
る
必
要
が
現
在
は
存
在
し
な
い
と
も
読
め
る
点
は
十
分
留
意
さ

れ
た
い
。
同
文
言
は
一
九
九
二
年
に
誕
生
し
一
九
九
七
年
に
改
定
さ
れ
た
旧
水
平
型
企
業
結
合
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
以
下
単
に
「
旧
ガ
イ
ド
ラ

イ
）
54
（
ン
」）
に
は
存
在
し
な
）
55
（
い
。
さ
ら
に
同
段
落
第
二
文
で
は
こ
こ
に
い
う
資
産
と
は
破
綻
会
社
の
保
有
す
る
関
連
市
場
に
お
け
る
有
形
・

無
形
の
資
産
で
あ
る
旨
が
再
度
確
認
さ
れ
、
ま
た
、
第
三
要
件
に
係
る
文
言
の
末
尾
に
付
さ
れ
た
脚
注
一
六
は
同
要
件
の
考
慮
に
関
し
て
、

関
連
市
場
外
で
用
い
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
資
産
の
取
引
価
格
を
清
算
価
格
と
し
た
場
合
に
、
同
「
清
算
価
格
を
超
え
る
買
取
価
格
の
提

案
は
合
理
的
と
い
え
る
と
説
明
し
て
い
）
56
（
る
」。

　
そ
し
て
、
第
三
段
落
に
目
を
転
じ
る
と
、
そ
の
全
体
が
こ
れ
ま
で
述
べ
た
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
類
似
の
法
理
と
し
て
位
置
付

け
ら
れ
て
い
る
破
綻
部
門
の
抗
）
57
（

弁
に
係
る
二
要
件
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
同
抗
弁
が
企
業
結
合
を
正
当
化
す
る
そ
の
根
拠
が
か

か
る
企
業
結
合
が
競
争
に
対
し
て
実
害
を
も
た
ら
す
お
そ
れ
が
少
な
い
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
る
旨
が
示
さ
れ
、
特
に
、

①
脚
注
一
七
所
定
の
文
言
が
示
す
通
り
、
単
な
る
資
源
や
利
益
の
分
配
に
係
る
経
営
判
断
の
問
題
で
は
な
く
、
真
に
同
部
門
が
財
務
状
況

の
悪
化
を
原
因
と
し
た
破
綻
状
態
に
瀕
し
て
い
る
と
い
え
る
）
58
（
か
に
係
る
証
明
、
お
よ
び
、
②
同
部
門
を
所
有
す
る
者
に
競
争
法
上
の
破
綻

会
社
の
抗
弁
適
用
に
際
し
て
求
め
ら
れ
る
資
産
の
関
連
市
場
か
ら
の
流
出
の
有
無
お
よ
び
競
争
法
上
の
Ｌ
Ｒ
Ａ
性
具
備
に
係
る
証
明
が
な

け
れ
ば
、
こ
ち
ら
も
原
則
と
し
て
、
競
争
法
上
の
破
綻
部
門
の
抗
弁
適
用
は
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
。

　
な
お
、
前
記
法
的
枠
組
を
前
提
に
同
抗
弁
等
の
運
用
に
つ
き
示
し
た
司
法
省
反
ト
ラ
ス
ト
）
59
（
局
が
公
表
し
て
い
る
資
）
60
（
料
を
見
て
み
る
と
、

い
わ
ゆ
る
破
綻
会
社
の
問
）
61
（

題
はEconom

ic Analysis G
roup 

の
一
部
で
あ
るCorporate Finance U

nit

な
る
チ
ー
ム
が
調
査
を
行
）
62
（

い
、

実
際
の
訴
訟
の
際
に
も
同
チ
ー
ム
が
情
報
や
知
識
の
部
分
で
関
与
し
得
る
と
い
）
63
（
う
。
た
だ
、
裁
判
上
で
同
抗
弁
の
適
用
に
成
功
し
た
先
例
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の
絶
対
数
が
依
然
乏
し
い
こ
と
は
先
述
の
通
り
で
あ
り
、
近
時
の
事
例
で
も
同
抗
弁
は
そ
の
適
用
を
認
め
な
い
方
向
で
厳
格
に
運
用
さ
れ

て
い
）
64
（

る
。

三
　
破
綻
会
社
の
抗
弁
の
課
題
に
対
す
る
検
討

　
右
の
通
り
、
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
よ
る
と
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
に
係
る
要
件
は
、
原
則
と
し
て
、
そ
の
す
べ
て
を
満
た
さ

な
け
れ
ば
決
し
て
同
法
理
が
機
能
を
発
揮
し
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
で
は
、
一
体
い
か
な
る
要
件
を
充
足
す
れ
ば
同
機
能
が
発
揮

さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
一
般
的
に
規
制
当
局
や
司
法
審
査
に
係
る
裁
量
を
羈
束
す
る
も
の
で
は

な
）
65
（
い
た
め
、
現
時
点
で
は
、
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
参
照
し
た
諸
先
例
が
示
す
米
国
反
ト
ラ
ス
ト
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
に
係
る
諸
要

件
に
参
照
価
値
の
高
さ
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
果
た
し
て
諸
先
例
が
そ
の
先
例
を

適
切
に
継
受
し
、
ま
た
、
米
国
反
ト
ラ
ス
ト
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
適
用
の
た
め
の
要
件
に
つ
き
一
致
し
た
理
解
を
共
有
し
て
き
た
か

と
い
う
点
で
あ
る
。

　
例
え
ば
、
近
時
の
先
例
で
あ
る
二
〇
一
七
年Energy Solutions

事
件
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
連
邦
地
裁
判
）
66
（

決
に
お
い
て
、
ク
レ
イ
ト
ン
法
第

七
条
を
根
拠
と
し
た
競
争
法
上
の
懸
念
あ
る
企
業
結
合
の
存
在
が
疑
わ
れ
た
原
告
不
利
の
状
況
で
破
綻
会
社
の
抗
弁
が
原
告
側
か
ら
主
張

さ
れ
た
際
、
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
適
用
に
係
る
要
件
を
示
す
に
あ
た
っ
て
一
九
七
一
年G

reater Buffalo Press

事
件
連
邦
最

高
裁
判
決
の
判
決
）
67
（

文
が
参
照
さ
れ
）
68
（

た
。
し
か
し
、
こ
の
判
決
文
は
競
争
を
保
護
す
る
た
め
に
同
抗
弁
が
用
意
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
競

争
に
係
る
言
及
が
少
な
く
、
語
弊
を
お
そ
れ
ず
に
言
え
ば
、
特
に
同
抗
弁
適
用
の
た
め
の
核
心
部
分
を
構
成
す
る
要
件
に
関
し
て
、
勿
論

そ
れ
に
拘
束
力
は
な
い
が
、
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
「less severe danger to com

petition

」
等
と
示
し
競
争
法
上
の
懸
念
あ
る
企
業

結
合
の
例
外
的
な
正
当
化
に
際
し
て
極
め
て
重
要
と
さ
れ
る
競
争
法
上
の
Ｌ
Ｒ
Ａ
性
の
具
備
の
審
査
に
係
る
要
）
69
（
件
の
存
在
を
軽
視
し
た
と



法学政治学論究　第128号（2021.3）

106

も
捉
え
ら
れ
か
ね
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
意
識
し
た
た
め
か
、
そ
の
参
照
に
際
し
て
二
〇
一
七
年Energy Solutions

事
件

デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
連
邦
地
裁
判
決
は
パ
ラ
グ
ラ
フ
四
四
四
に
て
単
に
①
破
綻
会
社
の
存
在
と
、
②
有
望
な
買
い
手
の
存
在
を
米
国
反
ト
ラ
ス

ト
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
適
用
の
た
め
の
要
件
で
あ
る
と
示
す
の
み
な
ら
ず
、
つ
づ
く
パ
ラ
グ
ラ
フ
四
四
五
に
て
②
有
望
な
買
い
手
の

存
在
の
審
査
に
係
る
有
望
な
買
い
手
と
は
競
争
に
与
え
る
実
害
が
よ
り
少
な
い
者
が
こ
れ
に
当
た
る
と
い
う
こ
と
に
つ
き
諸
先
例
を
参
照

し
な
が
ら
明
確
に
示
し
て
い
）
70
（

る
。

　
ま
た
、
二
〇
一
八
年
Ｊ
Ｅ
Ｌ
Ｄ
‐
Ｗ
Ｅ
Ｎ
事
件
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
東
部
地
区
連
邦
地
裁
判
）
71
（
決
で
は
、
ク
レ
イ
ト
ン
法
第
七
条
を
根
拠
と
し

た
競
争
法
上
の
懸
念
あ
る
企
業
結
合
の
存
在
が
疑
わ
れ
た
原
告
不
利
の
状
況
で
破
綻
会
社
の
抗
弁
が
原
告
側
か
ら
主
張
さ
れ
た
際
、
現
行

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
参
照
し
て
米
国
反
ト
ラ
ス
ト
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
の
要
件
に
つ
い
て
示
し
た
。
そ
の
際
、
そ
の
意
図
こ
そ
不
明
で

は
あ
る
が
、
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
示
さ
れ
た
「norm

ally

」
の
字
句
を
あ
え
て
伏
せ
た
ま
ま
同
抗
弁
に
関
す
る
要
件
の
明
記
部
分
を
示

し
て
い
）
72
（
る
。
こ
れ
に
加
え
、
同
判
決
文
中
の
脚
注
部
分
の
指
摘
で
は
あ
る
が
、
米
国
反
ト
ラ
ス
ト
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
適
用
の
た
め

の
要
件
と
し
て
真
に
連
邦
倒
産
法
に
関
す
る
第
二
要
件
が
必
要
か
否
か
と
い
う
点
に
つ
き
諸
先
例
の
足
並
み
が
そ
ろ
っ
て
い
な
い
と
明
言

し
て
い
）
73
（
る
。
こ
れ
は
法
理
の
運
用
指
針
を
示
す
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
内
容
に
対
す
る
直
接
的
な
問
い
で
あ
る
と
も
解
さ
れ
る
。
こ
の
問

い
に
答
え
な
い
内
容
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
近
時
登
場
し
た
二
〇
二
〇
年
垂
直
型
企
業
結
合
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
あ
っ
た
こ
と
は
序
論
で
す
で

に
述
べ
た
。

　
か
か
る
諸
先
例
の
混
乱
に
つ
き
さ
ら
に
考
え
て
み
る
と
、
例
え
ば
旧
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
有
効
で
あ
っ
た
時
代
の
一
九
九
三
年D

r. 

Pepper/Seven-U
p

事
件
Ｄ
．
Ｃ
．
巡
回
区
控
訴
裁
判
決
で
は
、
米
国
反
ト
ラ
ス
ト
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
適
用
の
た
め
の
要
件
と
し

て
、
当
時
有
効
で
あ
っ
た
旧
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
も
参
照
し
つ
つ
、
①
破
綻
会
社
の
存
在
、
②
同
破
綻
会
社
の
再
編
等
を
経
由
し
た
再
起
不
可

能
性
、
③
競
争
法
上
の
Ｌ
Ｒ
Ａ
性
具
備
の
審
査
を
主
目
的
と
し
た
も
の
と
思
料
さ
れ
る
他
の
有
望
な
買
い
手
の
不
存
在
と
い
う
三
要
件
を

明
示
し
て
い
）
74
（
た
。
勿
論
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
そ
れ
自
体
に
拘
束
力
は
な
い
が
、
同
判
決
は
前
記
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
特
に
重
視
し
て
同
抗
弁
適
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用
の
た
め
の
要
件
を
構
え
た
の
で
あ
る
。

　
右
の
よ
う
に
、
諸
先
例
は
米
国
反
ト
ラ
ス
ト
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
に
関
し
て
微
妙
に
異
な
る
一
貫
し
な
い
運
用
お
よ
び
司
法
審
査

を
行
い
、
か
つ
、
同
抗
弁
の
理
解
に
係
る
混
乱
が
判
決
文
中
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
等
の
看
過
で
き
な
い
事
態
が
生
じ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、

現
状
、
米
国
反
ト
ラ
ス
ト
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
と
い
う
法
理
に
つ
き
我
々
は
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
な
の
か
。
一
貫
性
あ
る
競
争

法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
運
用
の
た
め
の
要
件
が
あ
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
一
体
何
な
の
か
。
本
稿
で
は
こ
れ
以
降
、
米
国
反
ト
ラ
ス
ト
法

上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
適
用
に
係
る
先
例
の
不
足
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
欧
州
と
わ
が
国
に
お
け
る
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
に

係
る
法
的
枠
組
お
よ
び
そ
の
運
用
例
か
ら
も
示
唆
を
得
る
こ
と
で
、
そ
の
国
際
的
な
整
合
性
に
つ
い
て
も
意
識
し
つ
つ
若
干
の
試
論
を
展

開
し
た
い
。

　
Ｅ
Ｕ
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
に
関
し
て
は
、
理
論
上
、
必
ず
し
も
資
産
に
関
す
る
考
慮
を
す
る
必
要
が
な
）
75
（
い
。
た
だ
し
、
同
抗

弁
適
用
に
際
す
る
資
産
に
係
る
考
慮
の
位
置
付
け
が
か
つ
て
要
件
で
あ
っ
た
も
の
の
現
在
は
特
に
関
連
す
る
基
準
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
と

再
定
位
さ
れ
た
変
遷
が
確
か
に
存
在
す
る
も
の
の
、
Ｅ
Ｕ
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
そ
の
運
用
の
実
態
に
鑑
み
れ
ば
資
産
に
係
る
考

慮
は
今
も
な
お
重
要
な
地
位
を
占
め
て
い
る
と
い
う
現
状
に
あ
）
76
（
る
。
他
方
、
①
破
綻
会
社
の
存
在
、
そ
し
て
、
②
競
争
法
上
の
Ｌ
Ｒ
Ａ
性

の
具
備
の
審
査
に
つ
い
て
は
、
米
国
反
ト
ラ
ス
ト
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
を
参
照
し
な
が
ら
Ｅ
Ｕ
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
適
用

が
決
定
さ
れ
、
後
に
同
部
分
が
欧
州
の
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
け
る
同
抗
弁
に
係
る
明
記
部
分
の
内
容
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
一
九

九
八
年
の
判
決
時
点
か
ら
今
日
ま
で
受
け
継
が
れ
て
き
た
も
の
と
評
価
で
き
）
77
（

る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
く
ま
で
法
的
枠
組
の
問
題
と
し
て
は
、

理
論
上
、
必
ず
し
も
資
産
に
係
る
考
慮
を
Ｅ
Ｕ
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
適
用
に
際
し
て
行
う
必
要
は
や
は
り
存
在
せ
）
78
（

ず
、
そ
の
一

方
で
、
①
破
綻
会
社
の
存
在
、
そ
し
て
、
②
競
争
法
上
の
Ｌ
Ｒ
Ａ
性
の
具
備
の
審
査
に
つ
い
て
は
Ｅ
Ｕ
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
が

誕
生
し
て
以
降
長
ら
く
重
要
な
位
置
を
占
め
今
日
に
至
る
と
評
価
で
き
る
。
こ
れ
ら
は
破
綻
会
社
は
い
ず
れ
市
場
か
ら
退
出
す
る
競
争
力

を
欠
い
た
競
争
単
位
で
あ
る
し
、
当
該
救
済
的
な
企
業
結
合
が
市
場
に
お
け
る
競
争
の
減
少
を
可
能
な
限
り
抑
制
す
る
た
め
の
唯
一
無
二
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の
手
段
で
あ
る
と
法
的
に
評
価
可
能
な
ら
ば
一
度
は
競
争
法
上
の
懸
念
の
存
在
が
疑
わ
れ
た
企
業
結
合
も
例
外
的
に
正
当
化
さ
れ
る
と
す

る
考
え
方
と
整
合
的
で
あ
る
。

　
ま
た
、
わ
が
国
の
独
占
禁
止
法
に
お
け
る
破
綻
会
社
の
抗
弁
に
関
し
て
は
そ
の
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
①
破
綻
会
社
の
存
在
、
②
競
争

法
上
の
Ｌ
Ｒ
Ａ
性
の
具
備
に
関
す
る
審
査
の
た
め
の
要
）
79
（
件
が
設
け
ら
れ
、
か
つ
、
そ
の
運
用
の
実
態
に
鑑
み
て
も
両
要
件
を
満
た
さ
な
け

れ
ば
競
争
法
上
の
懸
念
あ
る
企
業
結
合
を
例
外
的
に
正
当
化
す
る
た
め
の
法
理
と
し
て
の
同
抗
弁
の
機
能
は
期
待
で
き
な
い
。
他
方
、
資

産
の
問
題
に
関
し
て
は
、
わ
が
国
の
企
業
結
合
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
い
て
主
に
総
合
的
な
事
業
能
力
あ
る
い
は
競
争
力
の
問
題
と
し
て
位

置
付
け
ら
れ
、
競
争
法
上
の
懸
念
の
存
在
を
知
ら
せ
る
方
向
に
向
け
ら
れ
た
事
実
認
定
お
よ
び
法
的
評
価
の
対
象
と
な
る
と
解
釈
し
得
）
80
（

る

も
の
の
、
や
は
り
資
産
に
係
る
考
慮
が
特
別
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
と
関
係
が
あ
る
旨
ま
で
は
読
み
取
れ
な
い
。
事
実
、
同
抗
弁

の
運
用
が
問
題
と
な
っ
た
近
時
の
事
例
で
は
資
産
に
つ
き
特
段
格
別
な
要
件
を
用
い
た
審
査
は
な
さ
れ
な
か
っ
）
81
（
た
。

　
こ
こ
で
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
は
、
や
は
り
、
何
故
米
国
反
ト
ラ
ス
ト
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
適
用
に
際
し
て
資
産
や
連
邦
倒
産
法
が

問
題
と
な
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
同
問
題
を
理
解
す
べ
く
、
こ
こ
で
我
々
は
一
度
法
理
の
原
点
に
立
ち
返
り
、
こ
れ
ま
で
諸
先
例
が

同
法
理
を
正
し
く
継
受
し
て
き
た
か
に
つ
い
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
原
点
と
考
え
ら
れ
る
一
九
三
〇
年International 

Shoe

事
件
連
邦
最
高
裁
判
決
当
時
、
た
し
か
に
米
国
反
ト
ラ
ス
ト
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
の
萌
芽
は
、
①
破
綻
会
社
の
存
在
、
②
競

争
法
上
の
Ｌ
Ｒ
Ａ
性
具
備
と
い
う
二
要
件
を
構
え
て
い
た
が
、
し
か
し
、
前
者
①
の
要
件
に
関
し
て
、
破
綻
会
社
と
評
価
可
能
な
状
態
の

一
例
を
枚
挙
す
る
際
に
株
主
等
の
保
護
と
い
う
競
争
外
の
事
情
に
触
れ
て
い
）
82
（

た
。
前
記
二
要
件
は
同
じ
く
重
要
な
先
例
で
あ
る
一
九
六
九

年Citizen Publishing

事
件
連
邦
最
高
裁
判
決
に
お
い
て
参
照
さ
れ
要
件
と
し
て
確
か
に
継
受
さ
れ
）
83
（

た
。
そ
れ
に
加
え
て
、
同
判
決
で

は
前
記
競
争
外
の
事
情
に
関
す
る
観
点
を
離
れ
、
あ
く
ま
で
事
業
者
が
連
邦
倒
産
法
の
下
で
有
力
な
競
争
単
位
と
し
て
関
連
市
場
に
復
帰

す
る
可
能
性
を
吟
味
す
る
た
め
の
要
件
で
あ
る
と
し
て
、
連
邦
倒
産
法
に
関
す
る
要
件
が
競
争
に
関
す
る
も
の
と
再
定
位
さ
れ
、
ま
た
、

企
業
結
合
の
結
果
に
独
占
を
許
す
こ
と
と
な
る
者
以
外
に
有
望
な
買
い
手
が
存
在
す
る
な
ら
ば
同
買
い
手
と
の
間
で
企
業
結
合
を
認
め
た
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場
合
の
方
が
競
争
を
保
護
で
き
る
と
い
う
理
解
が
示
さ
れ
る
等
し
）
84
（
た
。
こ
の
よ
う
に
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
が
競
争
を
保
護
す
る

た
め
の
例
外
的
な
正
当
化
事
由
と
し
て
の
性
格
を
示
し
始
め
て
い
た
と
こ
ろ
、
一
九
七
一
年G

reater Buffalo Press

事
件
連
邦
最
高
裁

判
決
の
判
決
文
は
、
先
述
の
通
り
、
競
争
の
保
護
と
い
う
要
請
に
応
え
る
に
は
不
十
分
と
考
え
ら
れ
る
要
件
を
示
し
て
い
た
。
し
か
し
競

争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
は
や
は
り
競
争
法
上
の
企
業
結
合
規
制
に
際
し
て
登
場
す
る
競
争
を
保
護
す
る
た
め
の
例
外
的
な
正
当
化
事

由
な
の
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
、
判
決
文
の
脚
注
部
分
で
の
言
及
で
は
あ
る
が
、
一
九
七
四
年G

eneral D
ynam

ics

事
件
連
邦
最
高
裁
判

決
に
お
い
て
は
そ
の
一
九
七
一
年G

reater Buffalo Press

事
件
連
邦
最
高
裁
判
決
も
参
照
し
つ
つ
、
そ
れ
自
体
で
市
場
に
お
け
る
競
争

に
有
意
な
影
響
を
与
え
な
い
破
綻
状
態
に
あ
る
競
争
単
位
が
問
題
と
な
る
場
）
85
（

合
に
は
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
適
用
が
問
題
と
な
る

と
い
う
こ
と
を
明
示
し
、
①
破
綻
会
社
の
存
在
、
②
競
争
法
上
の
Ｌ
Ｒ
Ａ
性
の
具
備
に
関
し
て
当
該
競
争
単
位
を
巻
き
込
ん
で
行
う
救
済

的
な
企
業
結
合
に
つ
き
審
査
す
べ
き
で
あ
る
旨
を
示
唆
し
て
い
）
86
（
た
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
こ
れ
ら
二
要
件
に
関
す
る
言
及
の
際
に
一
九

七
一
年G

reater Buffalo Press

事
件
連
邦
最
高
裁
判
決
に
加
え
て
一
九
六
八
年Third N

ational Bank

事
件
連
邦
最
高
裁
判
決
を
も

論
拠
と
し
て
参
照
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
同
判
決
は
、
先
述
し
た
よ
う
な
場
合
に
競
争
を
保
護
す
る
た
め
競
争
法
上
の
Ｌ
Ｒ
Ａ
性
を
審
査

す
べ
き
と
す
る
見
解
を
一
九
七
一
年G

reater Buffalo Press

事
件
連
邦
最
高
裁
判
決
に
先
ん
じ
て
示
し
て
い
た
の
で
あ
）
87
（
る
。
こ
れ
を
受

け
て
か
、
一
九
九
二
年
に
旧
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
あ
く
ま
で
同
抗
弁
が
競
争
を
保
護
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
適
用
の
た
め

に
は
競
争
法
上
の
Ｌ
Ｒ
Ａ
性
の
審
査
が
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
唆
す
べ
く
「less severe danger to com

petition

」
な
る
文

言
を
含
ん
だ
要
件
を
示
し
た
と
も
解
し
得
る
。
さ
ら
に
、
先
に
も
触
れ
た
一
九
九
三
年D

r. Pepper/Seven-U
p

事
件
Ｄ
．
Ｃ
．
巡
回
区

控
訴
裁
判
決
は
前
記
旧
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
特
に
重
視
し
て
同
抗
弁
適
用
の
た
め
の
要
件
を
構
え
て
い
た
。
し
か
し
、
先
述
の
通
り
、
二
〇

一
〇
年
に
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
誕
生
す
る
と
要
件
の
大
き
な
変
更
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
そ
れ
ら
要
件
が
あ
く
ま
で
原
則
と
し
て
そ
の

充
足
を
要
す
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
再
定
位
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
結
局
い
か
な
る
要
件
が
同
抗
弁
適
用
の
た
め
の
要
件
と
し
て
欠

か
せ
な
い
も
の
な
の
か
。
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こ
れ
ま
で
展
開
し
て
き
た
試
論
お
よ
び
日
欧
に
お
け
る
知
見
と
示
唆
に
照
ら
す
と
、
当
該
企
業
結
合
が
競
争
法
上
の
懸
念
発
生
と
い
う

結
果
の
原
因
で
あ
る
と
真
に
評
価
可
能
で
あ
る
か
を
確
か
め
る
べ
く
、
①
破
綻
会
社
の
存
在
お
よ
び
②
競
争
法
上
の
Ｌ
Ｒ
Ａ
性
の
具
備
を

審
査
す
る
こ
と
こ
そ
が
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
適
用
の
た
め
に
求
め
ら
れ
る
と
い
う
の
が
普
遍
的
な
理
解
で
あ
）
88
（
る
。
連
邦
倒
産
法

の
下
で
の
競
争
単
位
と
し
て
の
再
生
可
能
性
や
資
産
の
流
出
に
係
る
事
情
は
あ
く
ま
で
前
記
二
要
件
の
充
足
に
係
る
も
の
と
考
え
、
そ
れ

ら
の
事
情
に
つ
い
て
は
要
件
で
は
な
く
単
な
る
基
準
も
し
く
は
考
慮
要
素
の
一
つ
と
し
て
再
定
位
す
る
こ
と
も
十
分
可
能
と
解
さ
れ
、
こ

の
よ
う
な
理
解
は
所
定
の
要
件
す
べ
て
を
必
ず
し
も
充
足
す
る
必
要
が
な
い
と
示
し
た
と
も
読
み
得
る
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
含
意
と
も

整
合
的
で
あ
る
。
ま
た
、
例
え
ばH

ovenkam
p

（
二
〇
一
六
）
も
「
①
取
得
さ
れ
る
者
が
破
綻
状
態
に
至
る
こ
と
が
ほ
ぼ
確
実
で
あ
り

再
編
に
よ
る
再
生
可
能
性
も
な
く
、
②
例
え
ば
よ
り
小
規
模
な
事
業
者
や
競
争
関
係
に
な
い
事
業
者
に
よ
る
取
得
と
い
っ
た
よ
り
反
競
争

的
で
な
い
他
の
選
び
得
る
手
段
と
し
て
の
企
業
結
合
が
実
現
で
き
な
い
」（
カ
ギ
カ
ッ
コ
内
筆
者
訳
）
こ
と
を
一
九
六
九
年Citizen 

Publishing

事
件
連
邦
最
高
裁
判
）
89
（
決
で
示
さ
れ
た
要
件
と
考
え
て
い
）
90
（
る
。
こ
れ
は
①
破
綻
会
社
の
存
在
お
よ
び
、
②
競
争
法
上
の
Ｌ
Ｒ
Ａ

性
の
審
査
が
米
国
反
ト
ラ
ス
ト
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
そ
の
適
用
の
た
め
の
要
件
と
な
る
と
い
う
理
解
と
合
致
し
、
前
記
二
要
件
以
外

の
事
情
は
そ
れ
ぞ
れ
①
破
綻
状
態
、
②
競
争
法
上
の
Ｌ
Ｒ
Ａ
性
と
い
っ
た
要
件
の
充
足
を
確
認
す
る
た
め
の
考
慮
要
素
と
位
置
付
け
ら
れ

る
旨
を
示
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
欧
州
と
わ
が
国
に
お
い
て
共
通
し
て
重
要
視
さ
れ
て
い
る
事
実
、
か
つ
、
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の

示
す
「norm

ally

」
な
る
文
言
に
鑑
み
、
理
論
上
、
先
例
が
示
す
考
慮
要
素
を
加
味
し
つ
つ
こ
れ
ら
二
要
件
の
充
足
の
み
を
以
て
同
抗
弁

適
用
を
許
す
と
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
こ
の
点
、
例
え
ば
Ｅ
Ｕ
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
に
関
す
る
理
解
と
同
様
に
、
競
争
法
上
の
因
果
関
係
を
基
本
要
件
と
し
、
破
綻

状
態
の
認
定
や
競
争
法
上
の
Ｌ
Ｒ
Ａ
性
の
審
査
に
関
し
て
も
特
に
関
連
す
る
基
準
と
位
置
付
け
）
91
（
る
こ
と
が
相
当
と
も
考
え
得
る
。
た
だ
、

米
国
反
ト
ラ
ス
ト
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
の
運
用
例
に
鑑
み
る
と
、
①
破
綻
状
態
、
②
競
争
法
上
の
Ｌ
Ｒ
Ａ
性
の
審
査
に
係
る
二
要
件

は
前
記
法
理
の
核
心
部
分
を
占
め
て
き
た
基
準
で
は
な
く
や
は
り
要
件
で
あ
り
、
企
業
結
合
の
例
外
的
な
正
当
化
に
際
し
て
は
そ
の
充
足
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が
必
要
と
さ
れ
て
き
た
と
評
価
で
き
、
こ
れ
ら
は
Ｅ
Ｕ
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
適
用
に
際
し
て
も
そ
の
法
理
の
登
場
時
か
ら
今
日

ま
で
重
視
さ
れ
て
い
）
92
（

た
。

　
右
の
通
り
、
こ
れ
ま
で
展
開
し
て
き
た
本
稿
中
の
若
干
の
試
論
に
よ
れ
ば
、
前
記
二
要
件
が
国
際
的
に
も
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗

弁
適
用
に
際
し
て
重
要
と
承
認
さ
れ
、
か
つ
、
試
論
を
展
開
す
る
過
程
で
示
し
た
諸
先
例
の
混
乱
を
解
消
す
る
と
い
う
目
的
達
成
の
た
め

に
も
米
国
反
ト
ラ
ス
ト
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
適
用
の
た
め
の
要
件
と
し
て
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
整
合
的
で
正
当
か
つ
妥
当
な
最
適

解
と
考
え
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
と
解
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
旧
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
存
在
は
し
な
か
っ
た
も
の

の
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
新
設
さ
れ
た
「norm

ally

」
な
る
文
言
に
も
鑑
み
る
と
す
べ
て
の
要
件
を
充
足
せ
ず
と
も
米
国
反
ト
ラ
ス
ト
法

上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
は
適
用
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
と
い
う
理
論
上
の
可
能
性
、
お
よ
び
、
日
欧
に
お
け
る
類
似
し
た
法
理
の
運
用
と
の

整
合
性
に
根
差
す
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、
①
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
依
然
関
連
市
場
か
ら
の
資
産
の
流
出
や
連
邦
倒
産
法
に
係
る
要

件
を
明
示
し
て
い
る
と
い
う
事
実
は
否
定
で
き
ず
、
②
先
述
の
通
り
下
級
審
で
米
国
反
ト
ラ
ス
ト
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
適
用
の
た
め

に
必
要
な
要
件
に
関
す
る
認
識
が
一
致
し
て
い
な
い
と
い
う
混
乱
が
確
か
に
存
在
す
る
た
め
、
果
た
し
て
前
記
理
解
が
恒
久
的
に
正
当
か

つ
妥
当
な
も
の
と
承
認
さ
れ
る
か
は
依
然
不
透
明
で
あ
る
。
た
だ
、
少
な
く
と
も
前
記
二
要
件
は
い
か
な
る
事
案
に
お
い
て
も
競
争
法
上

の
破
綻
会
社
の
抗
弁
適
用
に
際
し
て
必
ず
運
用
さ
れ
る
べ
き
と
現
時
点
で
は
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
、
こ
の

よ
う
な
見
解
の
合
理
性
を
一
応
示
し
つ
つ
、
同
見
解
に
係
る
さ
ら
な
る
議
論
等
に
つ
い
て
は
今
後
の
先
例
や
見
解
の
蓄
積
を
待
つ
こ
と
と

し
た
い
。
曖
昧
な
書
き
ぶ
り
の
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
よ
っ
て
明
記
さ
れ
た
部
分
の
う
ち
、
少
な
く
と
も
前
記
二
要
件
に
つ
い
て
は
確
固

た
る
要
件
と
し
て
指
針
に
明
記
す
る
必
要
が
あ
る
と
本
稿
の
検
討
の
結
果
に
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
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四
　 

破
綻
会
社
の
抗
弁
と
退
出
資
産
の
抗
弁
の
間
に
あ
る
関
係
性
に
対
す
る
検
討

　
本
章
で
は
、
補
論
と
し
て
、
米
国
反
ト
ラ
ス
ト
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
に
残
さ
れ
た
課
題
に
係
る
若
干
の
考
察
を
行
う
。
そ
の
課
題

の
一
つ
と
し
て
、
競
争
法
上
の
企
業
結
合
の
例
外
的
な
正
当
化
の
場
面
で
問
題
と
な
る
①
破
綻
会
社
の
存
在
、
②
競
争
法
上
の
Ｌ
Ｒ
Ａ
性

の
審
査
を
要
件
と
し
て
適
用
が
な
さ
れ
る
破
綻
会
社
の
抗
弁
、
お
よ
び
、
①
資
産
の
流
出
、
②
競
争
法
上
の
Ｌ
Ｒ
Ａ
性
の
審
査
を
要
件
と

し
て
適
用
が
な
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
退
出
資
産
の
抗
弁
が
、
そ
れ
ら
に
関
係
す
る
先
例
等
も
少
な
い
と
い
う
こ
と
も
相
ま
っ

て
十
分
議
論
さ
れ
て
い
な
い
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
、
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
前
記
退
出
資
産
の
抗
弁
に
つ
き
明
記
し
、

そ
れ
と
同
時
に
前
記
破
綻
会
社
の
抗
弁
に
係
る
明
文
を
削
除
す
べ
き
と
す
る
見
解
が
存
在
す
）
93
（
る
が
、
か
か
る
選
択
は
両
抗
弁
の
間
に
あ
る

関
係
性
を
曖
昧
に
す
る
こ
と
と
な
る
た
め
合
理
的
で
は
な
い
。
ま
た
、
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
と
類
似
す
る
法
理
で
あ
る
競
争
法

上
の
退
出
資
産
の
抗
弁
の
全
容
を
明
ら
か
に
し
前
者
抗
弁
に
つ
い
て
は
不
要
と
考
え
る
こ
と
で
両
者
が
位
置
す
る
競
争
法
上
の
企
業
結
合

規
制
の
例
外
に
相
当
す
る
場
面
で
よ
り
一
層
競
争
を
保
護
可
能
と
考
え
る
こ
と
も
困
難
を
極
め
よ
う
。
先
述
の
通
り
、
競
争
法
上
の
退
出

資
産
の
抗
弁
は
、
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
を
緩
和
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
前
者
抗
弁
で
守
れ
な
か
っ
た
市
場

に
お
け
る
競
争
を
そ
れ
よ
り
も
緩
や
か
な
後
者
抗
弁
で
十
分
保
護
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
す
る
見
解
に
は
強
い
疑
義
が
残
る
た
め
で
あ
る
。

こ
の
点
、
例
え
ば
、
欧
州
で
は
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
適
用
に
際
し
て
従
前
は
要
件
と
さ
れ
て
い
た
資
産
の
不
可
避
的
な
流
出
の

有
無
に
関
す
る
判
断
基
準
が
も
は
や
要
件
で
は
な
く
あ
く
ま
で
競
争
法
上
の
因
果
関
係
の
有
無
を
判
断
す
る
た
め
の
特
に
関
連
す
る
基
準

の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
再
定
位
さ
れ
た
と
い
う
変
遷
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
）
94
（
る
。
こ
れ
は
、
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
適
用
に

際
し
て
は
、
実
際
の
運
用
例
に
お
い
て
は
そ
れ
さ
え
も
検
討
さ
れ
同
抗
弁
適
用
が
な
さ
れ
て
い
る
例
こ
そ
存
在
す
る
も
の
）
95
（

の
、
理
論
上
、

必
ず
し
も
資
産
の
不
可
避
的
な
流
出
に
つ
い
て
審
査
せ
ず
と
も
同
抗
弁
の
適
用
は
可
能
と
解
す
る
こ
と
の
合
理
性
を
示
唆
し
て
い
）
96
（
る
。
競
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争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
が
国
際
的
に
も
そ
の
存
在
を
認
識
さ
れ
た
法
）
97
（
理
で
あ
り
、
米
国
外
で
は
近
時
実
際
に
そ
の
適
用
が
な
さ
れ
て

い
）
98
（

る
と
い
う
こ
と
も
ふ
ま
え
る
と
、
退
出
資
産
の
抗
弁
と
い
う
不
透
明
な
法
理
に
つ
き
新
た
に
明
記
す
べ
き
と
は
い
え
、
そ
れ
は
や
は
り

競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
等
に
つ
い
て
示
し
た
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
部
分
と
併
記
す
る
形
で
明
記
す
る
こ
と
が
有
益
と
考
え
ら
れ

よ
う
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
論
点
に
関
す
る
議
論
が
国
際
的
な
舞
台
で
行
わ
れ
る
こ
と
も
大
い
に
期
待
さ
れ
よ
う
。

　
こ
の
点
に
つ
き
さ
ら
に
考
え
て
み
る
と
、
例
え
ば
、
欧
州
で
は
Ｅ
Ｕ
競
争
法
上
の
問
題
と
し
て
競
争
法
上
の
退
出
資
産
の
抗
弁
の
萌
芽

が
判
決
文
中
に
登
場
し
た
と
考
え
る
こ
と
も
理
論
上
不
可
能
で
は
な
い
と
目
さ
れ
）
99
（
る
欧
州
委
員
会
に
よ
る
二
〇
一
三
年N

ynas

事
件
決

定
）
100
（

に
着
眼
し
、
同
抗
弁
適
用
の
た
め
の
要
件
は
「
①
資
産
の
不
可
避
的
な
流
出
、
②
よ
り
競
争
制
限
的
で
な
い
他
の
選
び
得
る
手
段
と
し

て
の
有
望
な
買
い
手
の
選
定
が
十
分
に
行
わ
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
存
在
を
前
提
と
し
た
、
③
問
題
と
な
っ
て
い
る
行
為
が
市

場
に
お
け
る
競
争
に
与
え
る
悪
影
響
は
存
在
し
な
い
と
評
価
で
き
る
、
い
わ
ゆ
る
中
立
的
効
果
の
存
否
、
お
よ
び
、
④
資
産
の
流
出
等
に

相
当
す
る
例
外
性
を
基
礎
づ
け
る
特
段
の
事
情
、
の
四
）
101
（
点
」
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
と
す
る
指
摘
も
存
在
す
る
。
た
だ
、
同
事
件
を
真
に

退
出
資
産
の
抗
弁
の
事
例
と
評
価
可
能
か
、
そ
し
て
、
前
記
諸
要
件
を
真
に
退
出
資
産
の
抗
弁
適
用
の
た
め
の
条
件
と
承
認
可
能
か
に
係

る
議
論
は
い
ま
だ
不
十
分
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
）
102
（
い
現
状
に
鑑
み
れ
ば
、
や
は
り
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
け
る
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の

抗
弁
に
係
る
既
存
の
法
的
枠
組
に
つ
い
て
は
そ
の
将
来
的
な
見
直
し
に
つ
い
て
も
視
野
に
入
れ
な
が
ら
存
置
し
、
来
る
事
件
処
理
に
際
し

て
競
争
法
上
の
退
出
資
産
の
抗
弁
が
具
体
的
に
運
用
さ
れ
た
場
合
に
初
め
て
破
綻
会
社
の
抗
弁
と
の
異
同
を
今
一
度
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、

お
よ
び
、
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
へ
の
明
文
追
加
を
期
待
す
べ
き
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
し
か
に
両
抗
弁
は
似
通
っ
た
要
件
を
構
え
、

と
も
に
競
争
法
上
の
企
業
結
合
規
制
の
例
外
に
相
当
す
る
場
面
で
問
題
と
な
る
法
理
で
あ
り
過
去
の
先
例
に
も
登
場
し
た
実
績
が
あ
る
。

し
か
し
、
実
際
に
は
序
論
で
述
べ
た
通
り
、
二
〇
一
〇
年
に
誕
生
し
た
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
設
け
ら
れ
た
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗

弁
に
係
る
法
的
枠
組
の
明
文
が
特
段
の
修
正
を
経
る
こ
と
な
く
二
〇
二
〇
年
垂
直
型
企
業
結
合
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
へ
と
受
け
継
が
れ
た
。
こ

れ
は
同
枠
組
が
二
〇
一
〇
年
か
ら
二
〇
二
〇
年
ま
で
の
間
の
運
用
を
経
て
も
、
先
の
検
討
過
程
で
露
見
し
た
混
乱
等
の
存
在
に
も
か
か
わ
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ら
ず
、
な
お
正
当
か
つ
妥
当
な
も
の
と
規
制
当
局
が
一
応
承
認
し
た
こ
と
の
証
左
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

　
こ
こ
で
、
仮
に
退
出
資
産
の
抗
弁
と
破
綻
会
社
の
抗
弁
に
つ
き
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
あ
く
ま
で
法
理
の
運
用
指
針
と
し
て
明
文
で
併
記
を

行
う
よ
う
な
場
合
を
想
定
し
て
み
る
と
、
前
者
抗
弁
に
つ
い
て
は
当
該
企
業
結
合
に
関
し
て
、
①
資
産
の
不
可
避
的
な
流
出
、
②
競
争
法

上
の
Ｌ
Ｒ
Ａ
性
の
二
点
に
つ
き
審
査
す
る
も
の
で
あ
る
と
明
記
す
る
こ
と
も
理
論
上
不
可
能
で
は
な
い
と
現
状
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
際
に

は
、
①
当
該
企
業
結
合
が
な
け
れ
ば
関
連
市
場
か
ら
資
産
が
不
可
避
的
に
流
出
し
て
し
ま
う
こ
と
、
②
当
該
企
業
結
合
が
他
に
よ
り
競
争

制
限
的
で
な
い
他
の
選
び
得
る
手
段
と
し
て
適
切
で
あ
る
と
評
価
で
き
、
か
つ
、
そ
の
よ
う
に
評
価
す
る
に
足
る
誠
実
な
努
力
を
抗
弁
の

主
張
者
が
行
っ
た
と
い
う
二
点
を
要
件
と
）
103
（

し
、
こ
れ
ら
二
要
件
を
充
足
す
る
場
合
に
は
退
出
資
産
の
抗
弁
は
破
綻
状
態
の
認
定
が
不
要
か

つ
適
用
の
結
果
企
業
結
合
が
合
法
の
推
定
を
得
）
104
（
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
前
記
一
九
九
三
年O

lin Corp.

事
件
第
九
巡
回
区
控
訴
裁
判
決

も
参
考
資
料
に
枚
挙
し
な
が
ら
示
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
後
者
抗
弁
、
破
綻
会
社
の
抗
弁
に
係
る
現
在
の

現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
明
文
を
見
直
す
よ
う
な
場
合
に
は
、
主
にH

ovenkam
p

（
二
〇
一
六
）
の
理
解
を
基
礎
と
し
て
日
欧
の
共
通
点

に
も
依
拠
し
た
理
論
構
成
を
試
論
と
し
て
構
え
た
本
稿
が
説
い
た
よ
う
な
、
①
破
綻
会
社
の
存
在
、
②
競
争
法
上
の
Ｌ
Ｒ
Ａ
性
の
審
査
に

係
る
二
要
件
、
お
よ
び
、
こ
れ
ら
二
要
件
に
関
連
す
る
考
慮
要
素
の
一
覧
や
実
際
に
そ
の
考
慮
要
素
が
考
慮
さ
れ
た
具
体
例
の
明
記
が
期

待
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
本
稿
に
お
け
る
現
時
点
の
検
討
結
果
と
し
て
は
こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

五
　
結
　
語

　
本
稿
で
は
、
米
国
反
ト
ラ
ス
ト
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
に
残
さ
れ
た
課
題
を
提
示
し
、
同
課
題
を
克
服
す
る
た
め
に
は
い
か
な
る
理

論
的
可
能
性
が
残
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
き
焦
点
を
当
て
米
国
以
外
の
競
争
法
上
の
知
見
も
ふ
ま
え
た
可
能
な
限
り
の
検
討
を
実
施
し
、
そ

の
検
討
の
過
程
で
同
抗
弁
が
現
在
置
か
れ
て
い
る
状
況
に
つ
い
て
確
認
し
つ
つ
、
次
の
よ
う
な
結
論
に
至
る
こ
と
と
な
っ
た
。
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ま
ず
、
米
国
反
ト
ラ
ス
ト
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
に
関
し
て
そ
の
適
用
の
た
め
に
必
要
と
な
る
要
件
に
関
す
る
混
乱
が
下
級
審
の
諸

先
例
等
に
お
い
て
発
生
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
で
き
た
。
本
稿
中
、
こ
れ
ら
先
例
は
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
内
容
と
整
合
し
な
い
理
解
を

呈
し
た
り
、
あ
る
い
は
、
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
明
ら
か
に
文
言
と
し
て
示
し
て
い
る
部
分
を
参
照
せ
ず
米
国
反
ト
ラ
ス
ト
法
上
の
破
綻

会
社
の
抗
弁
に
つ
き
述
べ
た
り
し
て
い
る
点
が
浮
き
彫
り
と
な
っ
た
。
あ
く
ま
で
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
法
理
の
運
用
指
針
に
す
ぎ
な
い
と
い

う
一
般
的
な
理
解
を
前
提
と
し
つ
つ
、
こ
の
よ
う
な
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
諸
先
例
の
間
に
あ
る
微
妙
な
問
題
、
そ
し
て
、
諸
先
例
そ
れ

自
体
に
散
見
さ
れ
る
混
乱
を
確
認
し
た
う
え
で
、
本
稿
は
、
米
国
反
ト
ラ
ス
ト
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
に
残
さ
れ
た
課
題
に
つ
き
考
え

た
。
結
果
、
Ｅ
Ｕ
競
争
法
そ
し
て
独
占
禁
止
法
の
知
見
等
を
参
照
し
、
こ
れ
ら
競
争
法
が
破
綻
会
社
の
抗
弁
適
用
の
た
め
の
条
件
を
示
し

た
法
的
枠
組
を
参
考
に
し
つ
つ
、
①
破
綻
会
社
の
存
在
、
②
競
争
法
上
の
Ｌ
Ｒ
Ａ
性
の
具
備
の
審
査
に
係
る
二
要
件
の
み
を
米
国
反
ト
ラ

ス
ト
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
適
用
の
た
め
の
条
件
と
す
る
こ
と
も
理
論
上
十
分
考
え
得
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
勿
論
、
こ
れ
は
、
現
行

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
内
容
と
完
全
に
一
致
は
し
な
い
も
の
の
、
あ
く
ま
で
一
般
論
と
し
て
、
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
適
用
の
た
め
の

要
件
と
し
て
中
核
部
分
を
構
成
す
る
前
記
二
要
件
が
や
は
り
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
旨
を
慎
重
に
確
認
し
た
う
え
で
暫
定
的
に
示

さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
前
記
①
お
よ
び
②
の
二
要
件
が
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
お
よ
び
裁
判
例
の
今
後
に
い
か
な
る
影

響
を
与
え
る
の
か
、
同
部
分
が
示
す
本
稿
中
そ
の
変
遷
に
も
触
れ
た
「
原
則
」（norm

ally

）
な
る
文
言
の
意
味
、
お
よ
び
、
現
行
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
や
先
例
等
を
参
照
し
な
が
ら
諸
先
例
が
示
す
米
国
反
ト
ラ
ス
ト
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
に
対
す
る
理
解
を
前
提
と
し
た
継
続
的

か
つ
活
発
な
議
論
、
特
に
国
際
的
な
議
論
が
今
後
よ
り
い
っ
そ
う
期
待
さ
れ
る
。

　
さ
ら
に
、
残
さ
れ
た
課
題
に
対
す
る
一
試
論
と
し
て
、
退
出
資
産
の
抗
弁
と
破
綻
会
社
の
抗
弁
に
つ
き
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
あ
く
ま
で
法

理
の
運
用
指
針
と
し
て
明
文
で
併
記
を
行
う
よ
う
な
場
合
を
想
定
し
、
関
連
す
る
資
料
と
こ
れ
ま
で
の
検
討
を
ふ
ま
え
た
分
析
と
検
討
を

実
施
し
た
。
す
る
と
、
前
者
抗
弁
に
つ
い
て
は
当
該
企
業
結
合
に
関
し
て
、
①
資
産
の
不
可
避
的
な
流
出
、
②
競
争
法
上
の
Ｌ
Ｒ
Ａ
性
の

二
点
に
つ
き
審
査
す
る
も
の
と
明
記
す
る
こ
と
も
理
論
上
不
可
能
で
は
な
い
と
現
状
考
え
ら
れ
た
。
ま
た
、
後
者
抗
弁
に
つ
い
て
は
主
に
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H
ovenkam

p

（
二
〇
一
六
）
の
理
解
を
基
礎
と
し
て
日
欧
の
共
通
点
か
ら
理
論
構
成
を
試
論
と
し
て
構
え
た
本
稿
が
説
く
よ
う
な
①
破
綻

会
社
の
存
在
、
そ
し
て
、
②
競
争
法
上
の
Ｌ
Ｒ
Ａ
性
の
審
査
に
係
る
二
要
件
、
お
よ
び
、
こ
れ
ら
二
要
件
に
関
連
す
る
考
慮
要
素
の
一
覧

と
そ
れ
を
考
慮
し
た
具
体
例
等
に
つ
き
、
先
例
等
も
参
照
し
な
が
ら
規
制
の
透
明
性
と
予
測
可
能
性
確
保
の
た
め
明
記
す
る
こ
と
も
理
論

上
不
可
能
で
は
な
い
と
現
状
考
え
ら
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
競
争
法
上
の
企
業
結
合
規
制
の
例
外
的
な
場
面
を
想
定
し
た
こ
れ
ら
抗
弁

に
係
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
序
論
で
も
述
べ
た
通
り
、
い
ま
一
度
国
際
的
な
議
論
を
経
た
結
論
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
点
に
は
十
分
留
意

さ
れ
た
い
。

（
1
）  

本
稿
の
主
な
先
行
研
究
に
は
、
例
え
ば
、
泉
水
文
雄
「
独
禁
法
に
お
け
る
破
綻
会
社
の
抗
弁
に
つ
い
て:

企
業
の
破
綻
と
競
争
の
一
側
面
」
大

阪
市
立
大
學
法
學
雜
誌
第
四
五
巻
三
／
四
号
（
一
九
九
九
年
）
六
一
六
頁
、
遠
藤
美
光
「
破
綻
会
社
法
理
（The Failing Com

pany D
oc-

trine

）
の
展
開
と
課
題
」
上
智
法
学
論
集
第
二
一
巻
二
・
三
号
（
一
九
七
八
年
）
二
〇
五
頁
が
あ
る
。

（
2
）  

本
稿
中
、
単
に
競
争
と
も
表
記
す
る
こ
の
法
概
念
に
関
し
て
は
、
主
に
、
根
岸
哲
＝
舟
田
正
之
『
独
占
禁
止
法
概
説
』（
有
斐
閣
、
第
五
版
、

二
〇
一
五
年
）、
二
五
―
二
七
頁
と
関
連
す
る
脚
注
を
参
照
。

（
3
）  

本
稿
が
主
に
取
り
扱
う
米
国
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
目
的
に
係
る
邦
語
文
献
に
、
例
え
ば
、
谷
原
修
身
「
ア
メ
リ
カ
連
邦
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
「
目

的
」
論
争
再
考
：
故
ボ
ー
ク
（The Late M

r. Robert H
. Bork

）
の
反
ト
ラ
ス
ト
遺
産
検
証
」
青
山
法
学
論
集
第
六
〇
巻
一
号
（
二
〇
一
八

年
）
一
頁
が
あ
る
。

（
4
）  

例
え
ば
、
企
業
結
合
審
査
に
関
す
る
独
占
禁
止
法
の
運
用
指
針
（
本
稿
中
、
単
に
企
業
結
合
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）
第
1
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
5
）  

こ
の
点
は
、
例
え
ば
、
泉
水
文
雄
「
ふ
く
お
か
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
十
八
銀
行
の
株
式
取
得
事
例
の
検
討
」
公
正
取
引
第
八
二

〇
号
（
二
〇
一
九
年
）
五
三
頁
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
企
業
結
合
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
第
4
の
2
（
9
）
も
参
照
さ
れ
た
い
。

（
6
）  

杉
本
和
行
『
デ
ジ
タ
ル
時
代
の
競
争
政
策
』（
日
本
経
済
新
聞
出
版
社
、
二
〇
一
九
年
）、
一
五
六
頁
。
ま
た
、
市
場
を
支
配
す
る
者
に
課
せ
ら

れ
る
特
別
の
責
任
と
い
う
考
え
方
の
是
非
に
つ
き
「
ノ
ブ
レ
ス
・
オ
ブ
リ
ー
ジ
ュ
」
に
も
触
れ
な
が
ら
言
及
し
て
い
る
菅
久
修
一
編
著
『
独
占
禁

止
法
』（
商
事
法
務
、
第
三
版
、
二
〇
一
八
年
）、
一
〇
九
―
一
一
〇
頁
も
特
筆
に
値
す
る
。

（
7
）  

競
争
法
を
所
管
す
る
規
制
当
局
が
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
明
示
し
た
主
な
例
と
し
て
、
例
え
ば
、
公
正
取
引
委
員
会
「「
企
業
結
合
審
査
に
関
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す
る
独
占
禁
止
法
の
運
用
指
針
」（
案
）
及
び
「
企
業
結
合
審
査
の
手
続
に
関
す
る
対
応
方
針
」（
案
）
に
対
す
る
意
見
の
概
要
及
び
そ
れ
に
対
す

る
考
え
方
」
二
〇
一
九
年
一
二
月
一
七
日
（https://w

w
w.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2019/dec/191217_kiketu.htm

l

、
二
〇
二
〇
年

一
一
月
一
六
日
最
終
閲
覧
）、
別
紙
3
の
一
八
頁
回
答
番
号
四
〇
の
考
え
方
の
欄
を
参
照
。

（
8
）  See O

ECD, Best Practice Roundtables on Com
petition Policy, The Failing Firm

 D
efence, DAF/CO

M
P 38 （2009

） ﹇hereinafter 
O
ECD

 （2009

）﹈.

（
9
）  Id.

（
10
）  See H

earings on the Failing Com
pany D

efense Before the Subcom
m
. on Antitrust, M

onopoly and Business Rights of the 
Sen. Judiciary Com

m
., 96th Cong., 1st Sess. 46 （1979

） （testim
ony of D

aniel C. Schw
artz, D

eputy D
irector of the FTC Bureau 

of Com
petition

） ; see also U
nites States v. U. S. Steel Corp., 251 U. S. 417 （1920

）. 

な
お
、
例
え
ば
、
越
知
保
見
『
日
米
欧
独
占
禁
止

法
』（
商
事
法
務
、
二
〇
〇
五
年
）、
六
五
九
頁
に
は
新
聞
の
編
集
の
独
立
性
を
確
保
す
る
た
め
の
特
別
法
と
の
関
係
で
同
法
理
が
誕
生
し
た
と
触

れ
ら
れ
て
い
る
。See Am

erican Press Ass

’n v. U
nited States, 245 F. 91 （7th. Cir. 1917

）. 

（
11
）  International Shoe Co. v. Federal Trade Com

m

’n, 280 U. S. 291 （1930

） ﹇hereinafter International Shoe

﹈.

（
12
）  

同
法
理
の
誕
生
経
緯
や
さ
ら
な
る
詳
細
等
に
関
し
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
次
の
資
料
を
参
照
さ
れ
た
い
。H

erbert H
o

v
en

kam
p, F

ed
eral 

a
n

titru
st p

o
lic

y, t
H

e l
aw o

F c
o

m
petitio

n a
n

d its p
rac

tic
e 740 -743 

（5th ed. 2016

）. See also p
H

illip E. a
reed

a et a
l.,  

a
n

titru
st a

n
alysis: p

ro
blem

s, t
ext, an

d c
ases 788 -790 （7th ed. 2013

）.

（
13
）  See e.g. U

nited States Steel Corporation v. F. T. C, 426 F. 2d 592, 607 （6th Cir. 1970

）.

（
14
）  International Shoe, supra note 11, at paras. 302 -303. 

ま
た
、
同
判
決
部
分
に
言
及
す
る
文
献
と
し
て
、
例
え
ば
、
泉
水
・
前
掲
注

（
1
）、
六
二
〇
―
六
二
一
頁
を
参
照
。
米
国
反
ト
ラ
ス
ト
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
そ
の
立
証
責
任
が
抗
弁
適
用
を
希
望
す
る
側
に
課
さ
れ
る
旨

は
遅
く
と
も
次
の
判
決
時
点
に
お
い
て
明
示
さ
れ
た
。See Citizen Publishing Co. v. U

nited States, 394 U. S. 131, 138 -139 

（1969

） 

﹇hereinafter Citizen Publishing

﹈.

（
15
）  Id. at paras. 135 -139.

（
16
）  See p

H
illip e. a

reeda et al., supra note 12, 789. 

ま
た
、
同
正
当
化
根
拠
に
つ
き
、
野
﨑
光
駿
「
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
と
そ

の
正
当
化
根
拠
に
対
す
る
一
考
察
」
法
学
政
治
学
論
究
第
一
二
四
号
（
二
〇
二
〇
年
）
一
八
七
頁
も
参
照
さ
れ
た
い
。

（
17
）  U

nited States v. G
eneral D

ynam
ics Corp., 415 U. S. 486, 507 （1974

） ﹇hereinafter G
eneral D

ynam
ics

﹈.
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（
18
）  

な
お
、
同
抗
弁
は
数
あ
る
企
業
結
合
の
正
当
化
事
由
と
し
て
は
お
そ
ら
く
最
も
弱
い
も
の
で
あ
る
と
先
例
で
言
及
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。Kaiser 

Alum
inum

 &
 Chem

ical Corp. v. FTC, 652 F. 2d 1324, 1339 

（7th Cir. 1981

）. 

ま
た
、
同
抗
弁
単
体
の
み
で
は
企
業
結
合
を
正
当
化
す

る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
旨
が
先
例
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。Id. at paras. 1338 -1339, 1339 n. 8; see also U

nited States v. Interna-
tional H

arvester Co., 564 F. 2d 769, 773 -774 （7th Cir. 1977

）.
（
19
）  G

eneral D
ynam

ics, supra note 17, at para. 523; see also FTC v. Arch Coal, Inc., 329 F. Supp. 2d 109, 153 （D. D. C. 2004

）. 

ま

た
、
こ
の
理
解
を
補
強
す
る
主
な
邦
語
文
献
と
し
て
、
例
え
ば
、
越
知
保
見
『
日
米
欧
独
占
禁
止
法
』（
商
事
法
務
、
二
〇
〇
五
年
）、
六
五
九
頁
、

七
四
五
頁
。「
不
振
企
業
又
は
衰
退
産
業
に
お
い
て
一
般
的
な
市
場
集
中
度
に
よ
る
違
法
性
推
定
が
妥
当
し
な
い
場
合
が
あ
る
」
と
同
氏
が
同
頁

で
示
し
た
理
論
が
先
例
に
登
場
し
た
主
な
例
と
し
て
は
、
前
記
先
例
に
加
え
、
さ
し
あ
た
り
、
次
の
先
例
と
資
料
も
参
照
さ
れ
た
い
。 O

lin 
Corp. v. FTC, 986 F. 2d 1295, 1298 （9th Cir. 1993

） ﹇hereinafter O
lin Corp.

﹈; D
r. Pepper/Seven-U

p Cos. v. FTC, 991 F. 2d 859, 
864 -865 

（D. C. Cir. 1993

） ﹇hereinafter D
r. Pepper/Seven-U

p

﹈; see also Financial W
eakness Is Relevant but Inconclusive A

s  
D
efense to Clayton A

ct V
iolations, 60 w

asH. u. l. Q
. 631, 642 （1982 -1983

）. 

財
務
状
況
の
悪
化
と
い
う
考
慮
要
素
も
ま
た
競
争
評
価

に
際
し
て
同
様
の
取
扱
い
が
可
能
か
は
別
途
論
点
を
構
成
す
る
と
い
う
点
に
つ
き
、
泉
水
・
前
掲
注
（
1
）、
六
二
三
―
六
二
五
頁
を
参
照
。
加

え
て
、
前
記
推
定
則
の
詳
細
は
、
例
え
ば
、
林
秀
弥
『
企
業
結
合
規
制

―
独
占
禁
止
法
に
よ
る
競
争
評
価
の
理
論
』（
商
事
法
務
、
二
〇
一
一

年
）、
二
一
九
―
二
二
二
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
20
）  See M

ika O
inonen, M

ergers with a financially distressed com
pany in the U

nited States and European U
nion: alike, but not 

the sam
e, vol. 34 issue 10 E. C. L. R. 538, 544 （2013

）.

（
21
）  G

eneral D
ynam

ics, supra note 17, at para. 507.

（
22
）  Id. at para. 523.

（
23
）  

な
お
、
同
抗
弁
の
適
用
が
判
決
の
脚
注
部
分
で
詳
細
な
要
件
の
検
討
も
行
わ
れ
ず
単
に
本
件
に
お
い
て
は
考
慮
す
る
必
要
が
な
い
と
い
う
理
由

で
否
定
さ
れ
た
一
九
七
七
年
の
連
邦
最
高
裁
判
決
に
お
け
る
事
例
が
存
在
す
る
。
同
事
件
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
佐
藤
一
雄
『
ア
メ
リ
カ
反
ト

ラ
ス
ト
法: 

独
占
禁
止
政
策
の
理
論
と
実
践
』（
青
林
書
院
、
一
九
九
八
年
）、
二
六
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。See also Brunsw

ick Corp. v. 
Pueblo Bow

l-O
-M
at, Inc., 429 U. S. 477, 484 n. 9 

（1977

）. 

ま
た
、
米
国
反
ト
ラ
ス
ト
法
上
の
私
訴
と
損
害
の
論
点
と
い
う
文
脈
の
上
で

述
べ
ら
れ
た
部
分
で
は
あ
る
が
、
村
上
政
博
『
ア
メ
リ
カ
独
占
禁
止
法
』（
弘
文
堂
、
第
二
版
、
二
〇
〇
二
年
）、
二
〇
三
―
二
〇
四
頁
も
本
件
の

理
解
の
た
め
参
照
さ
れ
た
い
。
本
判
決
は
破
綻
会
社
の
市
場
か
ら
の
退
出
す
な
わ
ち
市
場
の
新
陳
代
謝
が
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
そ
の
通
り
と
な
ら



米国反トラスト法における破綻会社の抗弁の現状と課題

119

な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
と
し
た
提
訴
を
認
め
な
い
と
す
る
私
訴
の
制
限
の
一
場
面
で
あ
り
、
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
が
問
題
と
な
り
得
る

場
面
で
も
あ
る
た
め
示
唆
に
富
む
と
考
え
ら
れ
る
点
に
つ
き
こ
こ
に
付
言
し
て
お
き
た
い
。

（
24
）  

こ
の
点
、
同
抗
弁
が
所
定
の
要
件
を
充
足
す
れ
ば
い
か
な
る
企
業
結
合
で
あ
っ
て
も
例
外
的
な
正
当
化
が
可
能
と
な
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て

絶
対
的
な
抗
弁
で
あ
る
と
解
す
る
見
解
に
つ
き
、
例
え
ば
、
泉
水
・
前
掲
注
（
1
）、
六
二
三
頁
、
六
二
五
頁
、
そ
し
て
、
林
・
前
掲
注
（
19
）、

一
七
六
頁
。
ま
た
、
同
書
籍
八
六
頁
で
、
わ
が
国
の
独
占
禁
止
法
に
関
す
る
文
脈
上
の
記
述
で
は
あ
る
が
、
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
適
用

に
際
す
る
考
慮
に
つ
き
、「
経
営
不
振
会
社
が
消
滅
し
て
も
，
合
併
に
よ
り
吸
収
す
る
の
で
も
、
競
争
単
位
が
減
る
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な
い
。

そ
う
し
た
状
況
の
中
で
競
争
を
活
発
化
さ
せ
る
可
能
性
を
経
営
不
振
会
社
と
の
救
済
合
併
の
中
に
探
ろ
う
と
い
う
考
慮
な
の
で
あ
る
」
と
位
置
付

け
て
い
る
点
も
示
唆
に
富
む
。See e.g. D

r. Pepper/Seven-U
p, supra note 19, at para. 864; see also Robert Pitofsky, Proposals for  

Revised U
nited States M

erger Enforcem
ent in a G

lobal Econom
y, 81 G

eo. l. J. 195, 229 -230 （1992

）.

（
25
）  

米
国
反
ト
ラ
ス
ト
法
に
関
す
る
一
九
九
六
年
時
点
の
認
識
を
示
す
資
料
と
し
て
、
さ
し
あ
た
り
、FTC, Anticipating the 21st Century: 

Com
petition Policy in the N

ew
 H
igh-Tech, G

lobal M
arketplace -- Volum

e I, CH
APTER 3, pp. 5 -6 footnotes 23 -25 （1996

）.

（
26
）  

野
﨑
光
駿
「
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
と
因
果
関
係
の
判
断
基
準

―
一
九
九
八
年
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
事
件
判
決
を
素
材
と
し
て
」
法
学

政
治
学
論
究
第
一
一
九
号
（
二
〇
一
八
年
）
三
〇
九
頁
、
三
一
八
頁
、
三
二
六
―
三
二
七
頁
。

（
27
）  

裁
判
上
同
法
理
が
Ｅ
Ｕ
競
争
法
上
形
成
さ
れ
た
過
程
に
関
し
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
同
右
、
三
一
四
―
三
一
六
頁
。

（
28
）  

野
﨑
光
駿
「
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
に
関
す
る
規
制
の
現
状
と
課
題
に
対
す
る
一
考
察
」
法
学
政
治
学
論
究
第
一
二
三
号
（
二
〇
一
九

年
）
九
五
頁
、
九
九
―
一
〇
六
頁；

see also CO
M
P/M
.6796, AEG

EAN
/ O
LYM

PIC II ﹇2013

﹈ C 6561 final ﹇hereinafter AEG
EAN

/ 
O
LYM

PIC II

﹈.

（
29
）  FTC, O
n 

“Failing

” Firm
s ⊖ and M

iraculous Recoveries, https://w
w
w.ftc.gov/new

s-events/blogs/com
petition-m

atters/2020/05/
failing-firm

s-m
iraculous-recoveries （M

ay 27, 2020, last visited, N
ov. 16, 2020

）; see also O

’Melveny &
 M
yers LLP., The Failing 

Firm
 M
erger Defense in Tim

es of Econom
ic Turm

oil: Past Lessons and the CO
VID-19 Crisis, https://w

w
w.om

m
.com

/resources/
alerts-and-publications/alerts/failing-firm

-m
erger-defense-econom

ic-turm
oil-covid-19-crisis/ 

（Apr. 23, 2020, last visited, N
ov. 

16, 2020

）.

（
30
）  FTC, A

ntitrust review
 at the FTC: staying the course during uncertain tim

es, https://w
w
w.ftc.gov/new

s-events/blogs/ 
com
petition-m

atters/2020/04/antitrust-review
-ftc-staying-course-during-uncertain （Apr. 6, 2020, last visited, N

ov. 16, 2020

）.
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（
31
）  FTC, Resum

ing early term
ination of H

SR review
s, https://w

w
w.ftc.gov/new

s-events/blogs/com
petition-m

atters/2020/03/ 
resum

ing-early-term
ination-hsr-review

s （M
ar. 27, 2020, last visited, N

ov. 16, 2020

）.
（
32
）  

例
え
ば
二
〇
〇
九
年
に
も
同
様
に
経
済
危
機
（
“econom

ic crises

”）
を
念
頭
に
置
い
た
同
抗
弁
適
用
緩
和
の
議
論
が
な
さ
れ
た
も
の
の
、
依

然
そ
の
よ
う
な
必
要
は
な
い
旨
を
国
際
的
な
議
論
の
場
で
確
認
し
た
形
跡
が
存
在
す
る
。OECD

 （2009

）, supra note 8, at p. 1 （O
verview

）.
（
33
）  U. S. D

ep

’t of Justice &
 Fed. Trade Com

m

’n, H
orizontal M

erger G
uidelines （2010

）.

（
34
）  See Kyle D

iG
angi, Cutting the Financial Fat from

 the Failing Firm
 D
efense: Refocusing the Failing Firm

 D
efense on A

ntitrust 
Law, 86 s

t. Jo
H

n

’s l. r
ev. 277 

（2012

）. 

な
お
、
同
抗
弁
の
修
正
に
係
る
議
論
は
従
来
存
在
す
る
。See e.g. Edw

ard O. Correia, Re-ex-
am
ining the failing com

pany defense, 64 a
n

titru
st l. J. 683, 691 -699 （1995 -1996

）. 

こ
の
点
は
同
論
文
に
係
る
指
摘
が
行
わ
れ
て
い

る
泉
水
・
前
掲
注
（
1
）、
六
三
五
頁
脚
注
二
一
、
お
よ
び
、
六
三
六
―
六
三
七
頁
脚
注
三
九
も
併
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
本
稿
で
は
紙

幅
の
都
合
上
割
愛
し
た
が
、Joshua R. W

ueller, M
ergers of M

ajors: A
pplying the Failing Firm

 D
octrine in the Recorded M

usic In-
dustry, 7 b

ro
o

k. J. c
o

rp. F
in. &

 c
o

m. l. 589 （2013

） 

も
法
理
の
精
緻
化
に
際
し
て
は
批
判
的
検
証
の
価
値
が
存
す
る
と
思
料
さ
れ
た
。

（
35
）  See FTC, FTC and D

O
J Announce D

raft Vertical M
erger G

uidelines for Public Com
m
ent, https://w

w
w.ftc.gov/new

s-events/
press-releases/2020/01/ftc-doj-announce-draft-vertical-m

erger-guidelines-public-com
m
ent （Jan. 10, 2020, last visited, N

ov. 16, 
2020

）.

（
36
）  U. S. D

ep

’t of Justice &
 Fed. Trade Com

m

’n, Vertical M
erger G

uidelines （2020

）.

（
37
）  

本
稿
で
は
、
米
国
反
ト
ラ
ス
ト
法
上
議
論
の
対
象
と
な
る
結
合
関
係
の
形
成
・
維
持
・
強
化
に
係
る
行
為
を
概
し
て
さ
し
あ
た
り
「
企
業
結

合
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。
そ
の
典
型
例
は
合
併
で
あ
る
。

（
38
）  15 U. S. C. 

§ 18.

（
39
）  

同
禁
止
の
根
拠
と
も
な
る
死
荷
重
損
失
等
に
つ
い
て
は
さ
し
あ
た
り
次
の
資
料
を
参
照
さ
れ
た
い
。t

H
e a

n
titru

st r
ev

o
lu

tio
n: e

co
n

o
m

ics, 
c

o
m

petitio
n, an

d p
o

licy 2 -7, 15 -17 （John E. Kw
oka, Jr. &

 Law
rence J. W

hite eds., 7
th ed. 2019

）.

（
40
）  U. S. D

ep

’t of Justice &
 Fed. Trade Com

m

’n, H
orizontal M

erger G
uidelines （2010

）, 11. Failure and Exiting Assets; see also 
Carl Shapiro, The 2010 H

orizontal M
erger G

uidelines: From
 H
edgehog to Fox in Forty Years, 77 a

n
titru

st l. J. 49 （2010

）.

（
41
）  

同
筆
者
訳
お
よ
び
以
降
の
考
察
の
基
礎
と
な
る
筆
者
訳
は
、
主
に
、
林
・
前
掲
注
（
19
）、
一
八
〇
頁
、
お
よ
び
、
松
下
満
雄
＝
渡
邉
泰
秀
編

『
ア
メ
リ
カ
独
占
禁
止
法
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
第
二
版
、
二
〇
一
二
年
）、
一
四
一
頁
、
な
ら
び
に
、
植
村
幸
也
『
米
国
反
ト
ラ
ス
ト
法
実
務
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講
座
』（
公
正
取
引
協
会
、
二
〇
一
七
年
）、
一
九
九
頁
を
参
照
し
た
。

（
42
）  

同
正
当
化
根
拠
を
因
果
関
係
の
問
題
と
関
連
付
け
た
理
解
を
示
す
主
な
文
献
と
し
て
、
例
え
ば
、
金
井
貴
嗣
ほ
か
編
著
『
独
占
禁
止
法
』（
弘

文
堂
、
第
六
版
、
二
〇
一
八
年
）、
二
三
三
頁
﹇
武
田
邦
宣
執
筆
部
分
﹈。See also G

eneral D
ynam

ics, supra note 17, at para. 523.
（
43
）  See D

iG
angi, supra note 34.

（
44
）  
同
理
解
の
補
足
も
し
く
は
便
宜
の
た
め
、
主
に
次
の
資
料
ら
も
参
照
さ
れ
た
い
。Pitofsky, supra note 24, at pp. 227 -240; O

inonen,  
supra note 20, at p. 544. 

植
村
・
前
掲
注
（
41
）、
一
九
九
頁
。

（
45
）  

同
法
概
念
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
鈴
木
孝
之
「
米
国
反
ト
ラ
ス
ト
法
に
お
け
る
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
パ
ワ
ー
の
要
件
的
機
能
」
白
鴎
法
学
第

二
五
巻
一
＝
二
号
（
二
〇
一
八
年
）
一
〇
五
頁
、
一
〇
五
‐
一
〇
六
頁
を
参
照
。

（
46
）  O

lin Corp., supra note 19.

（
47
）  Id. at para. 1297.

（
48
）  Id. at para. 1307.

（
49
）  Id; see also John E. Kw

oka, Jr. &
 Frederick R. W

arren-Boulton, Efficiencies, Failing Firm
s, and A

lternatives to M
erger: A

 
Policy Synthesis, 31 a

n
titru

st b
u

ll. 431, 446 -447 （1986

）. 

退
出
資
産
の
抗
弁
は
破
綻
状
態
の
認
定
が
不
要
か
つ
適
用
の
結
果
企
業
結
合

が
合
法
の
推
定
を
得
る
と
す
る
。

（
50
）  O

lin Corp., supra note 19, at para. 1307.

（
51
）  Id. at paras. 1306 -1307.

（
52
）  

林
・
前
掲
注
（
19
）、
五
四
八
頁
脚
注
三
〇
五
よ
り
引
用
。

（
53
）  

な
お
、
こ
の
「norm

ally

」
な
る
原
語
は
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
全
体
に
わ
た
っ
て
登
場
す
る
。
ま
た
、
例
え
ば
、
植
村
・
前
掲
注
（
41
）、

一
九
九
頁
に
は
「
通
常
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
中
で
は
「
原
則
」
な
る
邦
訳
を
付
し
た
。
た
だ
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
大
差
は
な
い

旨
付
言
す
る
。

（
54
）  U. S. D

ep

’t of Justice &
 Fed. Trade Com

m

’n, H
orizontal M

erger G
uidelines （1992, revised 1997

）.

（
55
）  

村
上
・
前
掲
注
（
23
）、
二
一
五
頁
を
参
照
。
な
お
、
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
が
救
済
的
な
企
業
結
合
を
例
外
的
に
正
当
化
す
る
そ
の

根
拠
と
し
て
同
頁
に
、
所
定
の
要
件
を
充
足
す
る
よ
う
な
場
合
に
は
当
該
企
業
結
合
が
「
市
場
支
配
力
を
形
成
・
強
化
し
、
ま
た
は
市
場
支
配
力

の
行
使
を
助
長
す
る
お
そ
れ
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
当
該
合
併
を
許
し
て
も
市
場
成
果
が
劣
悪
化
す
る
こ
と
は
な
い
」
と
明
記
し
て
い
る
点
は
特
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筆
に
値
す
る
。

（
56
）  

松
下
＝
渡
邉
編
・
前
掲
注
（
41
）、
一
四
一
頁
脚
注
三
〇
八
よ
り
引
用
。

（
57
）  

同
抗
弁
は
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
と
同
じ
く
所
定
の
要
件
を
充
足
し
た
場
合
に
企
業
結
合
を
正
当
化
す
る
絶
対
的
抗
弁
と
思
料
さ
れ
る
。

See Pitofsky, supra note 24, at pp. 229 -230.
（
58
）  
な
お
、
近
時
、
Ｅ
Ｕ
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
適
用
に
際
し
て
、
破
綻
状
態
の
認
定
に
関
し
て
は
破
綻
会
社
と
破
綻
部
門
の
別
異
に
つ
き

特
段
不
問
と
解
さ
れ
る
事
件
処
理
を
施
し
た
欧
州
委
員
会
決
定
が
登
場
し
て
い
る
。
野
﨑
・
前
掲
注
（
28
）、
一
一
〇
―
一
一
二
頁
。

（
59
）  

公
正
取
引
委
員
会
「
世
界
の
競
争
法
　
米
国
」
二
〇
一
九
年
三
月
、
4
の
（
3
）
所
定
の
「〈
参
考
〉
合
併
審
査
手
続
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト

（https://w
w
w.jftc.go.jp/kokusai/w

orldcom
/kakkoku/abc/allabc/u/am

erica_files/usm
erger.pdf

、
二
〇
二
〇
年
一
一
月
一
六
日
最
終

閲
覧
）」
を
参
照
さ
れ
た
い
。See also G. J. W

erden, Establishm
ent of the A

ntitrust D
ivision of the U

. S. D
epartm

ent of Justice, 92 
s

t. Jo
H

n

’s l. r
ev. 419 （2018

）.

（
60
）  u. s. d

epa
rtm

en
t o

F Ju
stice, a

n
titru

st d
iv

isio
n, a

n
titru

st d
iv

isio
n m

a
n

u
a

l 

（5th ed. 2019

）, available at https://w
w
w. 

justice.gov/atr/file/761166/dow
nload （last visited, N

ov. 16, 2020

）.

（
61
）  

こ
の
点
、
同
運
用
に
つ
い
て
示
さ
れ
た
資
料
内
で
は
破
綻
会
社
に
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
英
語
表
記
に
つ
きFailing Firm

やFailing 
Com

pany

と
表
記
ゆ
れ
が
確
認
さ
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
言
及
に
際
し
て
も
、
破
綻
会
社
の
問
題
（issues

）
あ
る
い
は
破
綻
会
社
の
主
張
も
し
く

は
抗
弁
（claim

s/defense

）
と
表
記
が
統
一
さ
れ
て
い
な
い
点
も
十
分
留
意
さ
れ
た
い
。Id. at pp. I -9, III -38, III -39, V

I -6, V
I -23.

（
62
）  Id. at p. I -9, Chapter I. C. 6.

（
63
）  Id. at pp. V
I-6 -7, Chapter V

I. A. 5. a.

（
64
）  See e.g. U. S. v. Energy Solutions, Inc., 265 F. Supp. 3d 415, 444 -446 （D. D

el. 2017

） ﹇hereinafter Energy Solutions

﹈.

（
65
）  

村
上
・
前
掲
注
（
23
）、
三
二
―
三
四
頁
。

（
66
）  Energy Solutions, supra note 64. 

ク
レ
イ
ト
ン
法
第
七
条
に
お
け
る
違
法
性
判
断
に
際
し
て
当
該
企
業
結
合
に
競
争
法
上
の
懸
念
が
認
め

ら
れ
、
原
告
不
利
と
な
り
、
原
告
側
が
破
綻
会
社
の
抗
弁
を
提
起
し
た
た
め
同
抗
弁
の
要
件
充
足
の
有
無
等
に
関
し
て
司
法
審
査
が
な
さ
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
。

（
67
）  U

nited States v. G
reater Buffalo Press, Inc., 402 U. S. 549, 555 （1971

）.

（
68
）  Energy Solutions, supra note 64, at para. 444. 

同
判
決
部
分
は
、
①
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
は
企
業
結
合
が
行
わ
れ
る
か
否
か
を
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問
わ
ず
い
ず
れ
に
せ
よ
競
争
が
減
少
す
る
場
合
（
“choice of evils

” approach

）
を
想
定
し
た
法
理
で
あ
り
、
②
同
抗
弁
の
適
用
が
極
め
て
例

外
で
あ
る
と
諸
先
例
や
諸
氏
の
見
解
に
触
れ
確
認
し
て
い
る
点
も
示
唆
に
富
む
。

（
69
）  

例
え
ば
、
泉
水
・
前
掲
注
（
1
）、
六
五
〇
―
六
五
一
頁
脚
注
五
五
を
参
照
。

（
70
）  Energy Solutions, supra note 64, at paras. 444 -445; see D

r. Pepper/Seven-U
p, supra note 19, at para. 865; see also Joseph 

Ciccone &
 Sons, Inc. v. E. Indus., Inc., 537 F. Supp. 623, 628 （E. D. Pa. 1982

）.

（
71
）  Steves &

 Sons, Inc. v. JELD
-W
EN,. Inc., 290 F. Supp. 3d 507 （E. D. Va. 2018

）. 

ク
レ
イ
ト
ン
法
第
七
条
に
お
け
る
違
法
性
判
断
に

際
し
て
当
該
企
業
結
合
に
競
争
法
上
の
懸
念
が
認
め
ら
れ
、
原
告
不
利
と
な
り
、
原
告
側
が
破
綻
会
社
の
抗
弁
を
提
起
し
た
た
め
同
抗
弁
の
要
件

充
足
の
有
無
等
に
関
し
て
司
法
審
査
が
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

（
72
）  Id. at para. 512 n. 2.

（
73
）  Id. at para. 511 n. 1.

（
74
）  D

r. Pepper/Seven-U
p, supra note 19, at paras. 864 -865.

（
75
）  G

uidelines on the assessm
ent of horizontal m

ergers under the Council Regulation on the control of concentrations betw
een 

undertakings ﹇2004

﹈ OJ C 31/5, paras. 89 -90.

（
76
）  

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
野
﨑
光
駿
「
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
と
資
産
の
不
可
避
的
な
流
出
に
対
す
る
一
考
察
」
法
学
政
治
学

論
究
第
一
二
一
号
（
二
〇
一
九
年
）
一
〇
九
頁
、
一
二
〇
―
一
二
一
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
77
）  

泉
水
・
前
掲
注
（
1
）、
六
四
三
頁
、
六
四
七
頁
。
こ
れ
ら
二
つ
の
基
準
に
関
し
て
は
、
別
途
、
野
﨑
・
前
掲
注
（
16
）、
一
九
〇
―
一
九
三
頁

を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
78
）  

あ
く
ま
で
仮
説
で
は
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
理
解
を
支
え
る
根
拠
に
、
例
え
ば
、
野
﨑
・
前
掲
注
（
76
）、
一
二
二
頁
が
あ
る
。

（
79
）  

こ
の
点
に
つ
き
、
例
え
ば
、
白
石
忠
志
「
平
成
30
年
度
企
業
結
合
事
例
集
の
検
討 

（
特
集 

最
近
の
企
業
結
合
規
制
の
動
向
）」
公
正
取
引
第
八

二
五
号
（
二
〇
一
九
年
）
一
三
頁
、
二
〇
頁
。

（
80
）  

企
業
結
合
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
第
4
の
2
（
6
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
81
）  

企
業
結
合
審
査
に
関
す
る
独
占
禁
止
法
の
運
用
指
針
第
４
の
２
（
８
）
イ
①
お
よ
び
同
部
分
が
問
題
と
な
っ
た
近
時
の
先
例
、
公
正
取
引
委
員

会
「 

（
平
成
30
年
度
：
事
例
7
）
㈱
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｎ
‐
Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｔ
　
Ｈ
Ｏ
Ｌ
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｓ
に
よ
る
キ
ャ
ン
シ
ス
テ
ム
㈱
の
株
式
取
得
」
二
〇
一
九
年
六

月
一
九
日
（https://w

w
w.jftc.go.jp/dk/kiketsu/jirei/30nendo_files/h30jirei07.pdf

、
二
〇
二
〇
年
一
一
月
一
六
日
最
終
閲
覧
）
を
参
照
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さ
れ
た
い
。
同
事
件
に
係
る
先
行
研
究
に
は
、
例
え
ば
、
松
永
博
彬
「
独
禁
法
事
例
速
報 

い
わ
ゆ
る
「
破
綻
企
業
の
抗
弁
」
が
ほ
ぼ
唯
一
の
争

点
と
な
っ
た
企
業
結
合
﹇
公
取
委
令
和
元
．
6
．
19
発
表
﹈」
ジ
ュ
リ
ス
ト
第
一
五
三
八
号
（
二
〇
一
九
年
）
六
頁
、
渕
川
和
彦
「
経
済
法
判
例

研
究
会
（N

um
ber 282

）
㈱
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｎ
‐
Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｔ 

Ｈ
Ｏ
Ｌ
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｓ
に
よ
る
キ
ャ
ン
シ
ス
テ
ム
㈱
の
株
式
取
得
﹇
公
取
委
令
和
元
．
6
．

19
発
表
﹈」
ジ
ュ
リ
ス
ト
第
一
五
四
〇
号
（
二
〇
二
〇
年
）
八
三
頁
が
あ
る
。

（
82
）  International Shoe, supra note 11, at paras. 302 -303.

（
83
）  See H

o
v

en
kam

p, supra note 12, 742.

（
84
）  Citizen Publishing, supra note 14, at paras. 135 -139; see also H

o
v

en
kam

p, supra note 12, 742.

（
85
）  U

nited States v. G
eneral D

ynam
ics Corp., 341 F. Supp. 534, 559 （N. D. Ill. 1972

）.

（
86
）  G

eneral D
ynam

ics, supra note 17, at para. 525 n. 22.

（
87
）  U

nited States v. Third N
ational Bank in N

ashville, 390 U. S. 171, 189 （1968

）. 

な
お
、
同
判
決
部
分
は
そ
れ
に
係
る
誠
実
な
努
力
が

行
わ
れ
た
か
を
審
査
す
る
こ
と
も
言
及
し
て
い
る
。

（
88
）  

た
だ
、
二
〇
〇
九
年
時
点
の
国
際
的
な
理
解
に
鑑
み
る
と
、
こ
れ
ら
に
加
え
資
産
に
係
る
考
慮
も
依
然
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
に
関
連

す
る
も
の
と
目
さ
れ
て
い
る
点
に
は
留
意
さ
れ
た
い
。O

ECD
 

（2009

）, supra note 8, at p. 11. 

し
か
し
な
が
ら
、
関
連
市
場
か
ら
の
資
産
の

不
可
避
的
な
流
出
阻
止
の
た
め
に
同
資
産
の
取
得
を
義
務
付
け
た
場
合
、
却
っ
て
市
場
に
お
け
る
競
争
が
阻
害
さ
れ
る
お
そ
れ
も
あ
る
と
い
う
指

摘
が
存
在
す
る
。
野
﨑
・
前
掲
注
（
76
）、
一
二
〇
―
一
二
二
頁
。

（
89
）  Citizen Publishing, supra note 14, at para. 138.

（
90
）  H

o
v

en
kam

p, supra note 12, 742.

（
91
）  

野
﨑
・
前
掲
注
（
16
）、
一
九
〇
―
一
九
五
頁
。

（
92
）  

例
え
ば
、
同
右
、
一
九
〇
―
一
九
三
頁
。
ま
た
、
と
り
わ
け
こ
れ
ら
の
考
慮
要
素
が
重
要
と
考
え
ら
れ
る
可
能
性
に
つ
い
て
は
例
え
ば
野
﨑

（
二
〇
一
九
）
に
よ
っ
て
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
野
﨑
・
前
掲
注
（
76
）、
一
二
〇
―
一
二
二
頁
。

（
93
）  D
iG
angi, supra note 34. 

な
お
、
同
論
文
は
二
九
四
頁
以
降
で
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
が
誤
っ
て
適
用
さ
れ
た
例
と
し
て
二
〇
〇
一

年In re Trans W
orld Airlines, Inc.

事
件
（In re Trans W

orld A
irlines, Inc., 2001 W

L 1820326 

（Bankr. D. D
el. 2001

））
を
枚
挙

し
批
判
を
展
開
し
て
い
る
。
し
か
し
、
同
事
件
に
お
い
て
競
争
法
は
直
接
問
題
と
な
っ
て
い
な
い
た
め
、
競
争
法
を
所
管
す
る
規
制
当
局
に
対
し

て
誤
っ
た
法
適
用
を
行
っ
た
と
非
難
す
る
基
礎
を
欠
い
て
お
り
、
仮
に
規
制
当
局
に
非
難
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
所
管
す
る
法
の
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解
釈
・
適
用
・
執
行
が
行
わ
れ
る
べ
き
と
思
料
さ
れ
る
事
件
に
対
し
て
何
ら
の
措
置
も
と
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
対
す
る
非
難
に
と
ど
ま
り
、
既
存

の
法
的
枠
組
の
普
遍
的
妥
当
性
に
は
何
ら
の
影
響
も
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。See d

o
J, Ju

stice d
epartm

en
t a

n
n

o
u

n
ces it w

o
n

’t c
H

allen
G

e 
a

m
erican a

irlin
es/t

w
a a

cQ
u

isitio
n, https://w

w
w.justice.gov/archive/atr/public/press_releases/2001/7682.htm

 （M
ar. 16, 2001, 

last visited, N
ov. 16, 2020

）. See also H
earings on Effects of the Am

erican Airlines/TW
A transaction and other airline industry 

consolidation on com
petition and the consum

er Before the Com
m
ittee on Com

m
erce, Science, and Transportation, 107th 

Cong., 1st Sess. 7 -9 （2001

） （Prepared Statem
ent of H

on. Christopher S. Bond, U. S. Senator from
 M
issouri

）. 

仮
に
、
あ
く
ま
で

思
考
実
験
の
レ
ベ
ル
の
問
題
と
し
て
同
法
に
係
る
問
題
と
考
え
て
み
た
と
し
て
も
、
こ
れ
ま
で
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
適
用
が
問
題
と

な
っ
た
数
多
く
の
先
例
が
残
し
て
き
た
同
抗
弁
適
用
の
た
め
の
法
的
枠
組
を
提
示
し
検
討
を
開
始
す
る
と
い
う
形
跡
が
残
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、

本
件
事
情
下
で
は
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
と
い
う
法
理
そ
れ
自
体
が
競
争
を
保
護
で
き
て
い
な
い
と
批
判
す
る
こ
と
は
困
難
を
極
め
る
の

み
な
ら
ず
、
本
件
を
担
当
し
た
弁
護
人
が
規
制
当
局
に
対
し
て
同
抗
弁
の
適
用
に
係
る
立
証
に
成
功
し
た
た
め
本
件
は
不
問
と
さ
れ
た
と
す
る
見

解
も
存
在
し
て
い
る
。See Joel G. Chefitz, A

 Tale of Two M
ergers: A

m
erican/TW

A
 and U

nited/U
SA
ir, 14 d

epau
l b

u
s. l. J. 

215, 222 -224 

（2002

）; see also Sim
on Kurash, A

irline Consolidation: A
 Study of the A

m
erican - U

S A
irways M

erger, O
ther 

M
ajor M

ergers from
 the Past Two D

ecades, and Their Effect on Consum
ers, 48 s

u
FFo

lk u. l. r
ev. 897, 908 （2015

）.

（
94
）  

野
﨑
・
前
掲
注
（
76
）、
一
二
〇
―
一
二
二
頁
。

（
95
）  

野
﨑
・
前
掲
注
（
76
）、
一
一
三
―
一
一
九
頁；

see also Case CO
M
P/M
.2314, BASF/Eurodiol/Pantochim

 ﹇2002

﹈ OJ L132/45. 

ま

た
、
近
時
の
先
例
に
関
し
て
は
、
野
﨑
・
前
掲
注
（
28
）、
九
九
―
一
〇
六
頁；

see also AEG
EAN

/ O
LYM

PIC II, supra note 28.

（
96
）  Supra note 75, at paras. 89 -90. 

ま
た
、
資
産
の
不
可
避
的
な
流
出
の
審
査
に
係
る
基
準
に
対
す
る
先
行
研
究
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
野

﨑
・
前
掲
注
（
76
）、
一
二
二
―
一
二
七
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
97
）  O

ECD
 （2009

）, supra note 8.

（
98
）  

野
﨑
・
前
掲
注
（
28
）、
九
九
―
一
〇
六
頁；

see also AEG
EAN

/ O
LYM

PIC II, supra note 28.

（
99
）  

野
﨑
・
前
掲
注
（
28
）、
一
一
二
―
一
一
三
頁；

H
enrik Koivuniem

i, The Failing Firm
 D
efence in U

S and EU
 Com

petition Law‒A
 

Com
parative and D

iachronic A
nalysis, U

niversity of Turku, 47 -50 （2017

）.

（
100
）  Case CO

M
P/M
.6360, N

ynas/Shell/H
arburg Refinery ﹇2013

﹈ C 5594 final.

（
101
）  

野
﨑
・
前
掲
注
（
28
）、
一
一
三
頁
よ
り
引
用
。
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（
102
）  

同
右
、
一
一
二
―
一
一
三
頁
、
一
一
五
―
一
一
六
頁
。

（
103
）  See D

iG
angi, supra note 34, at p. 309. 

そ
こ
に
は
、
概
ね
、
①
有
形
・
無
形
の
資
産
を
関
連
市
場
に
留
め
る
た
め
の
買
い
手
を
探
す
た
め

の
誠
実
な
努
力
を
行
っ
た
も
の
の
失
敗
に
終
わ
っ
た
こ
と
、
②
計
画
さ
れ
て
い
る
企
業
結
合
に
係
る
競
争
法
上
の
Ｌ
Ｒ
Ａ
性
の
具
備
、
③
企
業
結

合
が
行
わ
れ
な
い
場
合
に
当
該
資
産
が
関
連
市
場
か
ら
流
出
す
る
こ
と
の
三
点
を
検
討
す
る
た
め
の
二
要
件
が
退
出
資
産
の
抗
弁
に
関
し
て
明
記

す
る
際
に
は
必
要
で
あ
る
と
い
う
理
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。

（
104
）  Kw

oka, Jr. &
 W
arren-Boulton, supra note 49, at pp. 446 -447.
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﨑
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